
 

 

 

東 根 市 公 益 文 化 施 設 整 備 等 事 業 
 

入札説明書等に関する質問回答(１回目)等 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２６年２月２１日 
 

東 根 市 
 

１ 本質問回答は、平成２６年１月３０日(木)から１月３１日(金)までに受け付けた東根市公益文

化施設整備等事業の入札説明書等に関する質問を項目順に整理するとともに、その回答を記載し

たものです。 

２ 質問の内容は、質問者の記載のとおりとしています。ただし、記載位置については、市で整理

していますので注意してください。 

３ 記載凡例／「番号」は通し番号です。総質問件数等は下記の＜質問回答総括＞を参照してくだ

さい。 

４ 本質問回答に続いて「入札説明書等に関する追記事項」を記載していますので注意してくださ

い。 

 

＜ 質問回答総括 ＞ 

書 類 入札説明書等 質問件数 

① 入 札 説 明 書  ８２ 

② 様 式 集  ３３ 

③ 要 求 水 準 書  ４２ 

④ 要 求 水 準 書 別 紙 ･ 資 料  ２５ 

⑤ 落 札 者 決 定 基 準    ６ 

⑥ 基 本 協 定 書 （ 案 ）    ９ 

⑦ 事 業 契 約 書 （ 案 ）   ９３ 

⑧ そ の 他   ２ 

－ 合   計 ２９２ 

 



入札説明書等に関する質問回答(１回目) 

 

＜ 入札説明書に関する質問回答 ＞ 

 

番号 質問項目 頁 章 1 (1) 1) ① ｱ - 質 問 回 答 

1 

延べ面積に

ついて 

3 1 1 6 2 ① - - 

約４２００㎡と記載されていま

すが、提案に当たり最大最少どの

程度の面積条件と考えればよろ

しいでしょうか。 

市は、従前の概念から約４,２０

０㎡は必要と想定していますが、

本事業がＰＦＩ事業であるとと

もに、複合施設でもあることか

ら、延べ面積の許容範囲を設ける

ことなく、入札参加者の積極的な

提案を求めるものとします。 

2 

都市公園の

面積 
3 1 1 6 2 ⑥   

７３４８㎡以上となっています

が最大面積条件があれば教えて

ください。 

要求水準書Ｐ１１の「(2)都市公

園」の「※ …、面積は７,３４８

㎡以上で必要最小の面積とす

る。」を参照してください。 

3 

開業準備業

務 

5 1 1 8 2    

ＳＰＣが原始取得者として施設

の引渡を受けたのち、開業準備を

行う場合の清掃、警備については

どのようにお考えかご教示頂き

たく存じます。 

本事業における維持管理業務は、

本施設の引渡し日（平成２８年１

０月３１日）の翌日（平成２８年

１１月１日）から開始されるもの

であり、本施設の引渡し日までの

開業準備業務に関連して必要と

なる維持管理（清掃、警備等）は、

施設整備業務に含まれるものと

します。 

4 

⑥公益文化

施設の維持

管理に係る

警備業務 

5 1 1 8 3 ⑥   

都市公園については、警備業務は

特になにも指定されていない。公

益文化施設と都市公園敷地を全

て合わせたセキュリティプラン

を提案する事は可能か。 

市は、都市公園における警備業務

を想定していないとともに、市民

の一般的な利用を制限すること

も考えていません。 

5 

施設使用料 

6 1 1 8 4   ※ 

独立採算業務で使用する部分に

ついての施設使用料の具体的な

金額（算出方法）をご教示願いま

す。 

独立採算業務で使用する部分の

施設使用料は、東根市公有財産の

取得・管理及び処分に関する規則

第２３条により、年間当たり、固

定資産税評価額（近傍宅地）の

５％となります。参考として、近

傍宅地の平成２５年度固定資産

税評価額は約３万円／㎡となっ

ています。 

6 

大規模な修

繕 

6 1 1 8 4   ※ 

「最初の１５年間は大規模な修

繕を必要としないように」とあり

ますが、不可抗力により大規模な

修繕が必要となった場合の費用

負担についてご教示ください。 

まず、「最初の１５年間は大規模

な修繕を必要としないように、本

施設の施設整備並びに維持管理

を行うものとする。」とは、「最初

の１５年間は大規模な修繕を必

要としないということではな

い。」ことに留意してください。

なお、不可抗力の取扱いについて

は、事業契約書（案）第１１章を

参照してください。 

7 
大規模な修

繕 
6 1 1 8 4   ※ 

「１６年目以降については、市が

予め指定する部位の大規模修繕

原則として、事業契約書（案）第

３条の趣旨に基づき、本事業の一

（１） 



番号 質問項目 頁 章 1 (1) 1) ① ｱ - 質 問 回 答 

に限り、当該費用を市が負担す

る」とありますが、発注先は新た

な別個の入札を行い決定するの

でしょうか。その場合、「事業者」

以外が請負った大規模修繕の部

位に係る瑕疵担保責任の切り分

けはどのように行うのでしょう

か。 

体性及び一貫性、並びに、効率性

及び経済性を考慮し、当該大規模

な修繕に係る業務（設計、建設等）

は、選定事業者（選定事業者の構

成員を含む。）に、本事業の変更

契約による発注、又は、本事業と

は別の契約による発注を予定し

ていますが、個別事情によって

は、選定事業者以外に発注する場

合もあり得ます。なお、選定事業

者以外に発注する場合の瑕疵担

保責任の区分等については、合理

的なものとし、市と選定事業者で

協議して定めるものとします。 

8 

大規模な修

繕 

6 1 1 8 4   ※ 

「１６年目以降については、市が

予め指定する部位の大規模修繕

に限り、当該費用を市が負担す

る」とありますが、負担が市であ

って、業務を請け負うのは「事業

者」という理解でよろしいでしょ

うか。その場合、請負条件につい

て、入札前に開示頂けないでしょ

うか。 

番号７への回答を参照してくだ

さい。 

9 

大規模な修

繕 

6 1 1 8 4   ※ 

「１６年目以降については、市が

予め指定する部位の大規模修繕

に限り、当該費用を市が負担す

る」とありますが、負担が市であ

って、業務を請け負うのは「事業

者」という理解でよろしいでしょ

うか。その場合、請負金額につい

ては貴市が指定する金額ではな

く、事業者が参考として提出する

積算金額という理解でよろしい

でしょうか。 

当該大規模な修繕を選定事業者

（選定事業者の構成員を含む。）

に発注する場合の金額について

は、市の積算基準に基づいて算定

される金額を参考とし、市と選定

事業者で協議して定めるものと

します。番号７への回答を参照し

てください。 

10 

大規模な修

繕 

6 1 1 8 4   ※ 

「１６年目以降については、市が

予め指定する部位の大規模修繕

に限り、当該費用を市が負担す

る」とありますが、市が実施する

大規模修繕の実施時期が貴市の

責めによる遅れたことにより、維

持管理・運営業務に関して増加費

用が生じた場合は貴市に負担頂

けるという理解でよろしいでし

ょうか 

原則として、ご理解のとおりで

す。なお、市は、予め（例えば１

３年目以降から）、当該大規模な

修繕の内容等について、選定事業

者と十分に協議を行い、維持管理

業務、運営業務への影響を最小限

度におさえるものとします。当該

時点で、選定事業者には、当該大

規模な修繕について、必要となる

内容及び規模、実施の時期（優先

順位を含む。）、実施の費用等の参

考資料等の提出を求める予定で

す。 

11 

独立採算業

務で使用す

る部分につ

いて 

6 1 1 8 4   ※ 

「施設使用料を支払うものとす

る。」とありますが、具体的な施

設使用料についての開示はいつ

どの様になりますか。 

番号５への回答を参照してくだ

さい。なお、当初の施設使用料は、

平成２８年１月１日を基準とし

て市税務課で決定した近傍宅地

（２） 



番号 質問項目 頁 章 1 (1) 1) ① ｱ - 質 問 回 答 

の固定資産税評価額に基づいて

決定し、当該施設使用料は、原則

として、３年ごとに改定するもの

とします。 

12 

補助金申請

等の支援業

務 6 1 1 8 4   ※ 

補助金申請等の支援業務は合理

的な範囲の業務との認識でよろ

しいでしょうか。 

ご理解のとおりです。選定事業者

が、業務の履行にあたって当然に

持ち得る図書等に基づくものと

し、多少の整理・加工をお願いす

る程度を想定しています。 

13 

自動販売機 

6 1 1 8 4 ⑤ ｱ - 

「カフェとは別途に設置（ホール

等）する自動販売機」とあります

が、自動販売機の設置は必須でし

ょうか。 

ご理解のとおりです。入札説明書

Ｐ６の「ア カフェ等業務（カフ

ェとは別途に設置（ホール等）す

る自動販売機を含む。）」は、必須

の独立採算業務となります。 

14 

指定管理者

の効力 

7 1 2      

事業のスケジュールで、平成２８

年３月に選定事業者を指定管理

者に指定とありますが、開業日は

平成２８年１０月となっており

ます。効力の発生タイミングはい

つになりますでしょうか。また、

議決されなかった場合はどのよ

うな扱いになるのでしょうか。 

入札説明書Ｐ６の「２ 事業のス

ケジュール（予定）」にあるよう

に、平成２８年３月の定例市議会

において議決を得る予定です。な

お、市は、当該議決が得られるよ

う、万全を尽くすものとします。 

15 

操作マニュ

アル 
7 1 2     ※ 

「操作マニュアル」とあります

が、これは事業契約書第３０条に

記載の「取扱説明書」のことを指

すとの理解で宜しいでしょうか。 

ご理解のとおりです。 

16 

開業準備業

務のスケジ

ュール 

7 1 2     ※ 

開業準備業務のうち広報業務の

一部、蔵書調達業務、蔵書整備業

務は引渡し前に、広報業務の一

部、図書館催事業務、美術館催事

業務は引渡し後に実施すること

を想定されているとの認識でよ

ろしいでしょうか。 

「蔵書等調達業務」、「蔵書等整備

業務」については、本施設の引渡

し前に、そのすべてを実施する

（完了させる）ものとします。な

お、「広報等業務」、「図書館催事

業務」、「美術館（市民ギャラリー）

催事業務」については、本施設の

引渡し前と、引渡し後にまたがる

ものと想定しており、具体的に

は、選定事業者の提案によるもの

とします。 

17 

入札参加者 

11 2 2 2     

東根市競争入札参加資格におい

て支店等に契約等の権限を委任

している場合、当案件への参加は

委任を受けた支店長等の名義で

申請してよろしいでしょうか。 

ご理解のとおりです。 

18 

入札参加者

の備えるべ

き参加要件

等について 

11 2 2 2     

維持管理に当たる者は特段の資

格要件を設けないとありますが、

東根市競争入札参加資格審査へ

の申請・登録も不要ということで

間違いないでしょうか。 

ご理解のとおりです。 

19 

建設に当た

る者につい

て 

11 2 2 2 2    

平成２５年１１月１日公表の実

施方針等に関する質問回答、意見

等の実施方針に関する質問回答

建設に当たる者の資格要件は、建

築一式工事及び土木一式工事と

しています。したがって、電気設

（３） 



番号 質問項目 頁 章 1 (1) 1) ① ｱ - 質 問 回 答 

番号４８に関連して、「建設に当

たる者が、複数者の場合、それぞ

れ自ら実施する業務に関する申

請、登録のみでよく」とあります

が、例えば電気工事業者または機

械設備業者が、建設に当たる者に

なろうとする場合、東根市の「電

気」「管」の申請、登録を満たし

ていればよいとの理解でよろし

いでしょうか？ 

備工事及び機械設備工事に当た

る者は、建設に当たる者の協力企

業として位置づけられ、建設に当

たる者として申請することはで

きません。 

20 

運営に当た

る者の資格 

11 2 2 2 3    

運営に当たる者の参加資格要件

で、「運営に携わった経験が１年

以上ある個人を配置できる法人」

とありますが、経験が１年以上の

個人の雇用形態に指定などはご

ざいますでしょうか。 

当該雇用形態に、特段の規定は設

けていません。ただし、市が、本

事業の安定した継続性を重視し

ていることに留意してください。 

21 

運営に当た

る者の資格 

11 2 2 2 3    

運営に当たる者の参加資格要件

で、「運営に携わった経験が１年

以上ある個人を配置できる法人」

とありますが、現在、経験が１年

以上の個人を配置していなくて

も、業務開始までに配置できる法

人であれば良いとの理解でよろ

しいでしょうか。 

入札説明書Ｐ１２の「(4) 入札参

加者の備えるべき競争参加資格

に関する確認基準日等」にあるよ

うに、入札参加者の備えるべき競

争参加資格は、入札参加表明書及

び競争参加資格確認申請書等の

受付期限日に満たしている必要

があります。 

22 

競争参加資

格 
12 2 2 4 3    

基本協定締結後に競争参加資格

を欠いた場合においても、事業契

約は締結頂けるという理解でよ

ろしいでしょうか。 

ご理解のとおりです。 

23 

事前個別質

問 

15 2 3 6 1 ②   

代表企業となる予定の企業が事

前個別質問を提出した後に、諸般

の事情により当該提出企業以外

の企業を代表として参加申請す

ることは可能でしょうか（当該提

出企業は構成員となる）。 

ご理解のとおりです。ただし、入

札説明書Ｐ１７の「1) 改定個別

質問回答の内容等」に「③ 個別

質問者の採用提案は、当該提案を

行った入札参加企業又は入札参

加グループの代表企業のみが承

継できるものとし、他の入札参加

企業又は入札参加グループの代

表企業に移管（移譲）することは

できないものとする。」としてい

ることに留意してください。 

24 

事前個別質

問の内容等 

15 2 3 6 1 ②   

事前個別質問を提出できる者は、

入札参加グループの代表企業に

限るとありますが、質問提出時点

の代表企業となる予定の者との

認識でよろしいでしょうか。 

ご理解のとおりです。番号２３へ

の回答を参照してください。 

25 

事前個別質

問の補足資

料 15 2 3 6 3    

事前個別質問書提出の際に、質問

を補足する資料を併せて提出し

てもよろしいでしょうか。 

＜様式５＞、＜様式７＞におい

て、質問を補足する資料を併せて

提出してもよいものとしますが、

必要最小限の枚数で簡潔に作成

してください。 

26 事前個別質 16 2 3 7     事前個別質問を行った後に、事前 当該個別対話は、入札参加者か

（４） 



番号 質問項目 頁 章 1 (1) 1) ① ｱ - 質 問 回 答 

問に基づく

個別対話 

個別質問に基づく個別対話があ

りますが、事前個別質問に対する

回答を個別対話時にいただける

との認識でよろしいでしょうか。 

ら、「事前個別質問」の説明を受

けることを主眼としますが、可能

な限り、市の考え方も披露（提示）

する予定です。ただし、当該個別

対話でのやりとりは、口頭でのこ

ともあり、入札手続における正式

なものとしてではなく、入札参加

者が「改定個別質問」を検討する

にあたっての参考として位置付

けるものとします。したがって、

入札手続における正式なものと

しては、「改定個別質問回答」に

基づくものとします。 

27 

事前個別質

問に基づく

個別対話 16 2 3 7 1 ②   

「個別質問者側の出席者は、入札

参加グループの構成員に所属す

る者とし」とありますが、個別対

話時点で構成員となる予定の者

との認識でよろしいでしょうか。 

ご理解のとおりです。番号２３へ

の回答を参照してください。 

28 

改定個別質

問 

16 2 3 8 1    

改定個別質問は、事前個別質問及

び個別対話を経た結果を事業者

提案として最終的にまとめた資

料を提出する機会という理解で

よろしいでしょうか。 

ご理解のとおりです。 

29 

改定個別質

問 

16 2 3 8 1    

事前個別質問、個別対話及び改定

個別質問は一連の手続きという

理解ではおりますが、いずれかの

段階で提案を取り下げ、その後の

手続きに参加しないことも可能

なのでしょうか。 

ご理解のとおりですが、「事前個

別質問」を提出しないと「個別対

話」には参加できません、「個別

対話」に参加しないと「改定個別

質問」は受け付けません、「改定

個別質問」を提出しないと「改定

個別質問回答」を送付しません。

なお、個別質問に関する一連の手

続は、入札参加者の必須事項とす

るものではなく、当該一連の手続

を行わない場合でも、入札に参加

することができます。ただし、そ

の場合には、市が提示している入

札説明書等（主として要求水準

書）に替わる条件等で入札に参加

すること、市に独立採算業務に関

する提案の採否（採用・不採用）

を問うことはできないことに留

意してください。 

30 

改定個別質

問の受付 

16 2 3 8 1 ②   

「改定項目がない場合であって

も必ず提出するものとする」とあ

りますが、改定項目がない場合は

事前個別質問と同じ内容の書類

を提出すればよろしいでしょう

か。 

ご理解のとおりです。ただし、＜

様式８＞については、「事前個別

質問」のときのみ提出するものと

し、「個別対話」のときの双方の

手持ち資料として取り扱います。 

31 

競争参加資

格 18 2 3 11 2 ①   

「市から競争参加資格の有無に

ついて確認を受けなければなら

ない」とありますが、提出時に確

競争参加資格の有無については、

入札説明書Ｐ１８の「(12) 競争

参加資格確認審査の結果の通知」

（５） 
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認をいただけるということでし

ょうか。 

によるものとします。 

32 

入札書等及

び提案書の

受付 
19 2 3 16 2 ②   

「入札書は、任意の封筒に入れて

封印をして提出すること」とあり

ますが、封筒サイズの指定はない

でしょうか。また、封印は社印で

なく任意の封印で良いとの理解

でよろしいでしょうか。 

封筒サイズの指定はありません。

また、封印は、実際に入札を行う

者（例えば「代理人」又は「復代

理人」）とします。 

33 

入札予定価

格 
20 2 3 16 4    

公表された予定価格は、契約金額

を予定価格の範囲に収める必要

があるとの理解で宜しいでしょ

うか。 

ご理解のとおりです。入札説明書

Ｐ２０の「2) 開札方法」を参照

してください。 

34 

予定価格 

20 2 3 16 4    

予定価格に含まれる消費税等の

税率は８％との理解でよろしい

でしょうか。 

ご理解のとおりです。入札説明書

Ｐ２０の「2) 開札方法」を参照

してください。 

35 

特別目的会

社の設立 

25 4 2      

入札参加グループの代表企業、建

設に当たる者及び運営（図書館業

務）に当たる者は必ず出資とあり

ますが、例えば建設に当たる者が

複数の場合（都市公園の施設整備

のみ行う者等を含む）、建設に当

たる者全てが出資する必要があ

りますでしょうか。 

ご理解のとおりです。代表企業、

建設に当たる者及び運営（図書館

業務）に当たる者として申請する

構成員（企業）は、ＳＰＣ（選定

事業者）に出資する必要がありま

す。基本協定書（案）第３条第２

項を参照してください。 

36 

構成員によ

る出資 

25 4 2      

「代表企業、建設に当たる者及び

運営（図書館業務）に当たる者は

必ず出資するもの」とあります

が、一つの業務に複数企業で参加

する場合は両企業とも出資を行

うことが必要でしょうか。 

番号３５への回答を参照してく

ださい。 

37 

事業契約の

内容の変更 26 4 3 2     

軽微な事項として想定される具

体例をお示しいただきたくお願

い致します。 

軽微なものとは、例えば、誤字・

脱字等の訂正、解釈及び文言の明

確化等を想定しています。 

38 

事業契約の

内容の変更 
26 4 3 2     

事業契約の締結前に、貴市と事業

者との間での文言・解釈の確認及

び協議等の機会を設けていただ

くことは可能でしょうか。 

解釈及び文言を確認する機会を

設けます。なお、契約内容の変更

になるような、いわゆる契約協議

は想定していません。 

39 

事業契約の

内容の変更 

26 4 3 2     

「契約内容について、変更ができ

ないことに留意すること」とあり

ますが、解釈の確認は行うことが

できるとの認識でよろしいでし

ょうか。 

番号３７、３８への回答を参照し

てください。 

40 

維持管理運

営費相当分

のその他費

用 28 4 6 1     

支払の構成の中で、維持管理費相

当分に「その他費用」、運営費相

当分にも「その他費用」が入って

おりますが、当該業務両方にまた

がる費用については、どのように

して按分すればよろしいでしょ

うか。 

当該振り分け（按分）の方法は、

合理的なものとし、選定事業者の

判断によるものとします。 

41 支払条件等 28 4 6 1    E 支払条件等の支払いの維持管理 当該人件費は、選定事業者（ＳＰ

（６） 
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の支払構成

の維持管理

費相当分の

その他費用

について 

費相当分の⑨その他費用とは、と

管理費（人件費、一般管理費、事

務費、保険料等）とありますが、

人件費（直接費）部分は、①～⑧

に含んでよろしいでしょうか？ 

Ｃ）の管理に要する人件費のこと

であり、各業務に直接要する人件

費は、各業務に含めてください。 

42 

支払条件等

の支払構成

の運営費相

当分のその

他費用につ

いて 

28 4 6 1    F 

支払条件等の支払いの運営費相

当分の⑨その他費用とは、と管理

費（人件費、一般管理費、事務費、

保険料等）とありますが、人件費

（直接費）部分は、①～⑧に含ん

でよろしいでしょうか？ 

番号４１への回答を参照してく

ださい。 

43 

不動産取得

税 
29 4 6 1    ※ 

「不動産取得税は～非課税にな

るものと認識している」とありま

すが、山形県に確認済みとの理解

でよろしいでしょうか。 

当該記載は、市としての認識であ

り、具体的には、入札参加者の提

案内容に基づいて、自らが確認し

てください。 

44 

本施設の原

始取得 

29 4 6 1    ※ 

「６か月以内に未使用のまま市

に所有権を移転することにより」

とありますが、施設のしゅん工後

に配架業務を行った後、引き渡す

場合は「未使用のまま」扱いにな

るのでしょうか。 

当該記載は、市としての認識であ

り、具体的には、入札参加者の提

案内容に基づいて、自らが確認し

てください。番号１６、２３７へ

の回答を参照してください。 

45 

支払条件 

29 4 6 1    ※ 

開業準備に係る蔵書等調達業務

及び関連業務に係る費用につい

て外税標記にしている理由をご

教示頂きたく存じます。 

入札金額には、消費税及び地方消

費税を含めないためです。 

46 

毎年度の図

書館資料調

達、企画、講

座 
29 4 6 1    ※ 

毎年度の図書館資料調達、美術館

企画展示、美術館講座に係る費用

について、明確化するため、入札

金額に含めないものの具体的な

リストを別紙等に記載していた

だくことはできないでしょうか。 

ご質問の事項は、入札説明書Ｐ２

７の「６ 支払条件等」によるも

のとし、当該「６ 支払条件等」

は、事業契約書の「別紙７」に記

載します。 

47 

支払条件 

29 4 6 1    ※ 

毎年度の図書館資料調達費用は、

図書館資料を調達した度にＳＰ

Ｃにお支払い頂けるという理解

でよろしいでしょうか。 

ご理解のとおりですが、具体的な

手続については、市と選定事業者

で協議して定めるものとします。

なお、現在のさくらんぼ図書館で

は、事務処理の軽減を考慮し、月

ごとの支払いとしています。 

48 

支払条件 

29 4 6 1    ※ 

企画展示に係る費用は、展示を実

施した度にＳＰＣにお支払い頂

けるという理解でよろしいでし

ょうか。 

ご理解のとおりですが、具体的な

手続については、市と選定事業者

で協議して定めるものとします。 

49 

支払条件 

29 4 6 1    ※ 

講座等に係る費用は、講座等を実

施した度にＳＰＣにお支払い頂

けるという理解でよろしいでし

ょうか。 

番号４８への回答を参照してく

ださい。 

50 

施設整備費

相当分の改

定について 29 4 6 2 1  ｱ  

入札説明書記載の「事業契約締結

の日」は、第４章３（１）記載の

事業契約締結の日（仮契約）との

認識でよろしいでしょうか？ま

た、日本国内における賃金水準又

ご質問の前段については、ご理解

のとおりです。 

ご質問の後段については、変動前

残工事代金額（改定対象対価から

当該請求時の出来形部分に相応

（７） 
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は物価水準の変動は、事業契約締

結から１２か月を経過した日を

起点とし改正対象対価の変更請

求をした日までの変動分を指す

との認識でよろしいでしょう

か？ 

する改定対象対価を控除した額

をいう。）と変動後残工事代金額

（変動後の賃金又は物価を基礎

として算出した変動前残工事代

金額に相応する額をいう。）との

差額のうち変動前残工事代金額

の１０００分の１５を超える額

につき、改定対象対価の変更に応

じるものとします。 

51 

施設整備費

相当分の改

定 29 4 6 2 1  ｱ  

改定対象対価に割賦払い対象の

什器備品調達業務が入っていま

すが、増額された場合、増額分を

一括でお支払いただけるとの理

解でよろしいでしょうか。 

原則として、当該増額（減額）分

については、入札説明書Ｐ３１の

「3) 施設整備費相当分の支払期

間・回数等、ウ 割賦金」にした

がって支払います。 

52 

施設整備費

相当分の改

定 30 4 6 2 1  ｲ  

「（改定対象対価から当該請求時

の出来形部分に）」とありますが、

「出来高」ではなく「出来形」と

されている理由をご教示いただ

けますでしょうか。 

「出来形」は、実際に工事が出来

ている部分のこととし、「出来高」

は、「出来形」に応じて、例えば

一時金として支払う部分（金額）

のこととします。 

53 

施設整備費

相当分の改

定 

30 4 6 2 1  ｳ  

「物価指数等に基づき市と選定

事業者とが協議して定める」とあ

りますが、適用する指数について

も市と選定事業者とが、社会通念

上、合理的な指数を基準として協

議のうえ定めるという理解で宜

しいでしょうか。 

ご理解のとおりですが、市として

は、政府の各種統計、日本銀行等

の公表する価格指数、その他社会

的に相当程度信頼されている資

料等を想定しています。 

54 

施設整備費

相当分の改

定 
30 4 6 2 1  ｴ  

「改定対象対価変更の基準とし

た日」とありますが、前項ウの「請

求のあった日」との認識でよろし

いでしょうか。 

ご理解のとおりです。 

55 

施設整備費

相当分の改

定 

30 4 6 2 1  ｴ  

改定対象対価の変更を再度申請

する際の基準日が前回変更した

日を基準日とした場合、２回目の

改定時期時点の残工事代金が相

当数少なくなっていることが想

定されますので、２回目の改定は

１回目の改定から１２か月では

なく６か月にする等ご配慮いた

だけないでしょうか。 

原案のとおりとします。なお、オ、

カの規定については、アからエの

規定にかかわらず、変更が請求で

きるものとしています。 

56 

施設整備費

相当分の改

定 
30 4 6 2 1  ｵ  

「著しい変動」の想定範囲が記載

されている資料などありました

らご教示ください。 

本項は、いわゆる「単品スライド」

であり、著しい変動の解釈につい

ては、個別具体的な事象に応じて

判断するものとします。 

57 

施設整備費

相当分の内

容 

30 4 6 2 2  ｱ  

平成２７年度の出来高検査とあ

りますが、検査はいつ行われます

か。 

平成２７年度末（平成２８年３月

３１日）までには、当該検査を済

ませる予定です。 

58 

施設整備費

相当分の内

容 
30 4 6 2 2  ｱ  

「出来形（４５％を限度とする）」

とありますが、４５％を超える出

来形が上がっている場合は、４

５％認めてもらえるという認識

出来形が４５％を超える場合に

あっては、出来形を４５％とし、

当該出来形（４５％）の９０％に

相当する金額（出来高）を一時金

（８） 
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でよろしいでしょうか。 に含めるものとします。 

59 

施設整備費

相当分の内

容 
30 4 6 2 2  ｱ  

平成２７年度の「出来高検査」完

了後となっておりますが、検査の

対象は、「出来形」となっている

理由をご教示ください。 

番号５２、５８への回答を参照し

てください。 

60 

サービス購

入費の減額

措置（ペナル

ティ） 

42 5 5 5 3    

独立採算業務（カフェ業務及び販

売等業務）についてはサービス購

入費の対象となっておりません

が、減額措置に替わるペナルティ

等がありましたらご教示願いま

す。 

「独立採算業務」は、モニタリン

グの対象となり、水準未達の場合

は是正勧告を行いますが、サービ

ス購入費の減額措置（減額ととも

に、担当者（企業）の変更、事業

契約の解除）の対象とはなりませ

ん。入札説明書Ｐ４１の「1) モ

ニタリングの方法」を参照してく

ださい。 

61 

一時金の支

払時期 

31 4 6 2 3  ｱ  

「選定事業者は、平成２７年度の

出来高検査完了の翌日以降速や

かに、市に対して請求書を送付す

る。」とあり、「市は、適法な請求

書を受理した日から４０日以内

に支払うものとする。」とありま

すが、貴市からＳＰＣへの一時金

支払いは平成２８年５月という

理解で宜しいでしょうか。 

市から選定事業者への一時金の

支払いは、出来高検査完了の日及

び請求書の受理日にもよります

が、通常は、平成２８年５月にな

ります。 

62 

施設整備費

相当分の支

払期間・回数

等 
31 4 6 2 3  ｱ b 

「出来高検査完了の翌日以降速

やかに、市に対して請求書を送付

する」とありますが、出来高検査

日当日に請求書をお渡しするこ

とも可能との認識でよろしいで

しょうか。 

請求書の送付は、出来高検査完了

の翌日以降とします。 

63 

施設整備費

に係る金利

支払額の算

定及び改定 32 4 6 2 4  ｳ  

基準金利の利率は、２銀行営業日

前のレートとなっておりますが、

平成２８年１０月３１日（月）は、

１０月２７日（木）平成３８年１

０月３１日（土）は、１０月２９

日（木）がそれぞれ基準日になる

との認識でよろしいでしょうか。 

銀行営業日に変更がなければ、ご

理解のとおりです。 

64 

開業準備業

務に係る金

利支払額の

算定 

33 4 6 3 3  ｱ  

什器備品業務に係る割賦払いの

スプレッドと蔵書調達業務に係

る割賦払いのスプレッドが違っ

てもよろしいのでしょうか。 

「施設整備費相当分（什器備品等

調達業務を含む。）」及び「開業準

備費相当分」のうち「蔵書等整備

業務」の割賦支払については、支

払条件（期間、回数、方法等）が

同じであり、スプレッドも同じで

あると想定していましたが、選定

事業者の資金調達等の方法等に

よって、当該スプレッドが違って

もよいものとします。 

65 

維持管理費

相当分の内

容 
33 4 6 4 1    

「選定事業者に均等方式で支払

う」とありますが、均等方式とは、

支払各回の金額を同額とし、平準

化して支払うとの認識でよろし

ご理解のとおりですが、第１回目

（平成２８年１１月から平成２

８年１２月分、ただし月割りとす

る。）、第８０回目（平成４８年７

（９） 
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いでしょうか。 月から１０月分、ただし月割りと

する。）ことに留意してください。 

66 

維持管理費

相当分の水

道・光熱費に

ついて 

34 4 6 4 3    

維持管理費相当分についてです

が、消雪機能に関する水道・光熱

費については、市の負担でよろし

いでしょうか？ 

入札説明書Ｐ６にあるように「本

施設の維持管理に係る業務及び

運営に係る業務（ただし、独立採

算業務を除く。）の光熱水費は、

市が実費を負担する。」ものとし

ていますが、消雪に上水道を直接

使用することは不可とします。な

お、選定事業者は、省資源、省エ

ネルギーに留意し、維持管理コス

トの低減に努めてください。 

67 

運営費相当

分の支払額

の改定 

36 4 6 5 3 ② ｱ  

改定の指数は「毎月勤労統計調

査・・・事業所５人以上」「指数

が±１．５パーセント以上変動で

改訂」とありますが、運営企業は

職員給与を下げることが難しい

状況等を考えて、「事業所規模３

０人以上」「±３パーセント変動

以上で改訂」に変更することはで

きませんでしょうか。 

原案のとおりとします。本事業

は、維持管理業務及び運営業務の

割合（ウエイト）が大きいため、

きめ細かな対応（改定）を行おう

とするものです。 

68 

工事保険等 

37 4 7      

「保険を付保したときは、その証

券又はこれに代わるもの」とあり

ますが、証券の写しとの認識でよ

ろしいでしょうか。 

市は、事業者に証券の原本を持参

していただき、付保の事実を確認

するとともに、確認したことの記

録として原本の写しを保管する

予定です。なお、「これに代わる

もの」とは、事業者において証券

の原本を持参できない何らかの

理由がある場合には、「保険引受

人により、原本の写しで間違いな

いと証明された写しの提出」、「保

険引受人により、当該付保の事実

を証明する書類の提出」を想定し

ています。 

69 

建設工事保

険 

37 4 7 1 1    

建設工事保険の期間について、

「工事着工日を始期として、引渡

し予定日を終期とする」あります

が、配架作業は施設のしゅん工確

認後しか実施できないため、建設

工事のしゅん工確認日（事業契約

書案３２条）を保険終期としてよ

ろしいでしょうか。 

建設工事保険の期間は、「工事着

工日を始期として、引渡し予定日

（平成２８年１０月３１日）を終

期」としてください。番号１６、

２３７への回答を参照してくだ

さい。 

70 

第三者賠償

責任保険 

37 4 7 2 1    

第三者賠償責任保険の期間につ

いて、「事業契約の完了日を終期

とする」とありますが、平成４８

年１０月３１日という理解でよ

ろしいでしょうか。 

ご理解のとおりです。 

71 

財政上及び

金融上の支

援に関する

事項 

39 5 3 2     

国土交通省社会資本整備総合交

付金（都市再生計画事業）の金額

の増減もしくは交付金が交付さ

れないような事態となった場合、

ご質問のような増減は想定して

いません。 

（１０） 



番号 質問項目 頁 章 1 (1) 1) ① ｱ - 質 問 回 答 

施設整備費の一時金および一括

金も連動して増減する可能性は

ありますか。 

72 

独立採算業

務において、

選定事業者

が市に支払

う施設使用

料について 

39 5 4      

独立採算業務において、選定事業

者が市に支払う施設使用料につ

いて確認させてください。 

平成２５年１１月１日に公表さ

れた「実施方針に関する質問回

答」において、「年間当たり、固

定資産税評価額（近傍宅地）の

５％です。参考として、近傍宅地

の平成２５年度固定資産税評価

額は約３万円／㎡となっていま

す。」とありましたが、施設使用

料の考え方は年間で、「約３万円

／㎡×５％×使用面積（㎡）」で

考えておけばよろしいでしょう

か。 

ご理解のとおりです。 

73 

土地（事業予

定地）の使用

等について 

39 5 4      

選定事業者が独立採算業務で使

用する部分について、市に施設使

用料を支払うことにより、土地の

利用可能との認識でよろしいで

しょうか？また、利用可能範囲を

お示し願います。（店舗等建設・

専用通路・駐車場の設置等） 

選定事業者は、施設整備業務、維

持管理業務、運営業務及び独立採

算業務において、合理的な範囲

で、土地を無償で使用できるもの

とします。なお、独立採算業務の

施設使用料は、運営業務開始の日

（平成２８年１１月１日）から発

生するものとします。 

74 

建設時のモ

ニタリング 

40 5 5 3 2 ④   

「市は、選定事業者に対してその

是正を求めることができ、選定事

業者は、これにしたがわなければ

ならない」とありますが、客観的

な判断に基づく是正を求められ

るとの認識でよろしいでしょう

か。 

市は、建設状況が所定水準の内容

を逸脱していることが判明した

場合には、是正を求めるものとし

ます。なお、所定水準とは、選定

事業者が定められた業務を確実

に実施し、事業契約書及び要求水

準書に規定された水準並びに提

案書において規定された水準の

ことです。 

75 

維持管理に

係る業務及

び運営に係

る業務に関

するモニタ

リング結果

の通知 

42 5 5 5 1 ③ ｳ  

「（月報）」は「（月報及び四半

期）」、「当該月」は「当該月及び

当該四半期」の誤りでしょうか。 

モニタリングの結果の通知は、原

則として、「業務報告書（月報）」

に対して行います。 

76 

サービス購

入費の減額

措置 42 5 5 5 3    

貴市からの是正勧告に対し、速や

かに是正が行われ所定の水準に

達した場合は、減額ポイントは計

上されないとの理解でよろしい

でしょうか。 

是正勧告を行うと同時に、減額ポ

イントを計上します。入札説明書

Ｐ４２の「3) サービス購入費の

減額措置（ペナルティ）」を参照

してください。 

77 

サービス購

入費の減額

措置 
43 5 5 5 3 ① ｲ  

明らかに利便性を欠く場合の減

点対象は、その原因となった業務

のみ対象となるとの認識でよろ

しいでしょうか。 

ご理解のとおりです。入札説明書

Ｐ４２の「3) サービス購入費の

減額措置（ペナルティ）」を参照

してください。 

（１１） 



番号 質問項目 頁 章 1 (1) 1) ① ｱ - 質 問 回 答 

（例：維持管理業務に起因する施

設損傷で運営業務にも支障が出

るような場合、維持管理業務のみ

減点対象となるか） 

78 

減額ポイン

ト 

43 5 5 5 3 ②   

「水準未達と認定された状況ご

とに〇〇ポイント」とあります

が、当該事象が一定期間続いたと

しても、同事象に累積的にポイン

トが加算されることはないとの

認識でよろしいでしょうか。 

原則として、ご理解のとおりです

が、同じような状況（事象）であ

っても原因が異なる場合、又は、

原因が同じであっても明らかに

是正が可能な期間を超えている

場合にあっては、この限りではあ

りません。 

79 
減額率の算

出 
43 5 5 5 3 ③   

「累積期間」とは、四半期という

理解でよろしいでしょうか。 

ご理解のとおりです。 

80 

維持管理及

び運営に当

たるもの者

の変更 44 5 5 5 3 ⑤   

減額ポイントに応じて「対象とな

る業務に当たる者の変更を求め

ることができる」とありますが、

「対象となる業務に当たる者」と

は事業者の維持管理及び運営に

係る構成員企業との理解でよろ

しいでしょうか。 

ご理解のとおりです。 

81 

維持管理及

び運営に当

たるものの

変更 

44 5 5 5 3 ⑤ ｲ  

対象となる業務に当たる者が変

更された場合に一括でサービス

購入費が減額となりますと、業者

を早期に選定する上での支障と

なりますので、減額は日割りにて

変更前の業務に当たる者の出来

高分のみ減額対象とし、変更後の

業務に当たる者の業務対価につ

いては、減額のないようご修正い

ただけないでしょうか。 

原案のとおりとします。なお、市

は、当該減額を行うことよりも、

市と選定事業者が、良好な関係

（コミュニケーション）を構築す

るとともに、より良いサービスの

提供がなされることを期待して

います。 

82 

ペナルティ

ポイントの

総合計 
44 5 5 5 3 ⑥ ｳ  

「連続する２四半期の合計ペナ

ルティポイントの総合計が９０

以上の場合」とありますが、減額

対象となった業務毎のポイント

合計が９０以上との認識でよろ

しいでしょうか。 

ご理解のとおりです。 

 

 

＜ 様式集に関する質問回答 ＞ 

 

番号 質問項目 頁 様式 章 1 (1) 1) - - 質 問 回 答 

83 

様式におけ

るページ番

号の扱いに

ついて 

        

様式下部のページ番号について

は、提出時には削除し、全ページ

を通した通番をふるということ

でよろしいでしょうか。 

提出する様式に、通しのページを

付記する必要はありません。な

お、＜様式番号-枝番＞について

は、正確に記載してください。 

84 

参照先につ

いて 
        

提案書の各様式において、他の様

式を参照させる場合、参照先も評

価対象となると理解してよろし

いでしょうか。 

原則として、各様式において記載

を求められている事項は、当該様

式に記載してください。なお、参

照先を記載することは問題あり

（１２） 



番号 質問項目 頁 様式 章 1 (1) 1) - - 質 問 回 答 

ませんが、あくまでも参考として

取り扱うものとします。 

85 

入札参加者

等を特定で

きる記載の

禁止につい

て 
3  2 3 1    

弁護士や会計士及び金融機関、協

力企業、その他、関心表明書提出

企業等については、名称等を記載

しても構わないとの理解でよろ

しいでしょうか。 

弁護士、会計士、金融機関、協力

企業、その他関心表明書提出企業

等についても、具体的な名称（固

有名詞及び固有名詞を連想され

る名称等）は、記載しないでくだ

さい。ただし、＜様式２７＞、＜

様式２９＞、＜様式３０＞につい

ては、この限りではありません。 

86 

提出書類の

作成方法 

3  2 4 1    

「カタカナ・ゴシックとなってい

る項目には、必ず、当該項目ごと

に記載」とありますが、項目のタ

イトルを変えることなく、順番に

記載するとの認識でよろしいで

しょうか。 

ご理解のとおりです。 

87 

提出書類の

作成方法に

ついて 
3  2 4 1    

各様式に記載のある枠線につい

ては、余白部分の規定を順守し且

つ枠線は残すとの理解で宜しい

でしょうか。 

ご理解のとおりです。 

88 

ページ番号 

3  2 4 3    

「様式番号、登録受付番号、頁に

ついては」とありますが、通しの

ページ番号を記載する必要はあ

るでしょうか。 

番号８３への回答を参照してく

ださい。 

89 

バインダー 

4  2 5 4 1   

「バインダーは、２穴式とし」と

ありますが、２穴式のファイルと

認識してよろしいでしょうか。 

ご理解のとおりです。 

90 

ＤＶＤ－Ｒ

に格納する

提案書の通

し番号につ

いて 

5  2 5 6    

ＤＶＤ－Ｒに格納する提案書様

式について、様式２４など「（通

し番号）／１７」を記載するもの

については、「１／１７」と通し

番号「１」のものを格納するもの

と考えてよろしいでしょうか。 

ご理解のとおりです。 

91 

金融機関以

外からの関

心表明書等

の添付 
5  2 5 6    

金融機関以外からの関心表明書

等の添付可否及びその規定につ

いてのご教示ください。 

金融機関以外からの関心表明書

等を提出する場合は、＜様式２７

＞に添付してください。なお、Ａ

４版とし、枚数に制限はありませ

んが、必要最小限の枚数で簡潔に

作成してください。 

92 

提案書に関

する提出書

類 

5  2 5 6    

「提案書に関する提出書類（説明

書）」については、綴じるバイン

ダーはＡ４サイズ、「提案書に関

する提出書類（図面集）」につい

ては、綴じるバインダーはＡ３サ

イズとの認識で間違いないでし

ょうか。 

ご理解のとおりです。 

93 

データ 

5  2 5 6 1   

＜様式２４＞から＜様式７２＞

のＰＤＦデータと、＜様式３１＞

＜様式３２＞のＥＸＣＥＬデー

タは別々のＤＶＤ－Ｒに保存し

同一のＤＶＤ-Ｒに保存して提出

してください。 

（１３） 



番号 質問項目 頁 様式 章 1 (1) 1) - - 質 問 回 答 

て提出するのでしょうか。 

94 

入札説明書

等（主に要求

水準書）に関

するＶＥ提

案総括表 

12 4       

「場所の欄」には、要求水準書の

該当項目を記載すればよろしい

でしょうか。 

ご理解のとおり、該当又は関連す

る入札説明書等（主に要求水準

書）の場所（箇所）を記載してく

ださい。 

95 

入札説明書

等（主に要求

水準書）に関

するＶＥ提

案書 

13 5  1     

ＶＥ提案の範囲で、大区分及び小

区分とありますが、具体的にどの

ような事項を記載すればよろし

いでしょうか。 

ＶＥ提案の範囲（対象）が容易に

分かるものとし、ＶＥ提案の内容

にもよるので、具体的には、入札

参加者の判断によるものとしま

す。 

96 

入札参加表

明書 18 9       

こちらの様式は、代表企業のみ押

印との理解でよろしいでしょう

か。 

ご理解のとおりです。なお、＜様

式１２＞の委任状には、代表者の

押印が必要となります。 

97 

運営企業の

資格要件に

関する書類 
24 15       

資格要件を証する書類として添

付するものについては、具体的な

指定はございますでしょうか。も

しくは事業者の判断で提出させ

ていただいてよろしいでしょう

か。 

様式の指定はありませんが、市

が、当該経験の事実を確認できる

内容（契約書及び仕様書の写し、

経験場所の連絡先（管理者氏名及

び電話番号等）等）としてくださ

い。 

98 

運営企業の

資格要件に

関する書類 

24 15     ①  

運営企業の資格要件に関する書

類について、「運営に携わった経

験が１年以上ある法人」「運営に

携わった経験が１年以上ある個

人を配置できる法人」を証する書

類とは、どのような書類を想定さ

れているでしょうか。 

番号９７への回答を参照してく

ださい。 

99 

金額の１０

０分の８に

相当する金

額について 

33 
22 

-1 
      

「入札金額から「Ｂ 本施設の施

設整備に係る金利支払額」及び

「Ｄ 本施設の開業準備に係る

金利支払額」を控除した金額の１

００分の８に相当する金額を加

算した金額（１円未満の端数を切

り捨て）をもって標記の事業を実

施します」とありますが、１００

分の８については固定値で、消費

税等に関する法令変更などがあ

った場合でも変わらないのでし

ょうか。 

一連の入札手続における消費税

率は８％とします。なお、施設整

備費における消費税率は、「工事

の請負等の税率に関する経過措

置」が適用されて８％になるもの

と認識しています。将来の消費税

率の変更の負担については、事業

契約書(案)第８２条を参照して

ください。 

100 

入札金額等

の内訳 

34 
22 

-2 
      

様式２２－２について、エクセル

データにて作成し、提出すること

も可能でありますでしょうか。 

＜様式２２-２＞については、電

子データ（ＰＤＦ、Ｗｏｒｄ、Ｅ

ｘｃｅｌ等）の提出を必要としま

せん。したがって、作成にあたっ

て使用するソフトは、入札参加者

の判断によるものとします。 

101 

事業スケジ

ュール 

39 26       

事業スケジュール（事業契約締結

から事業契約完了まで）につきま

しては、記載ボリュームに鑑み、

事業スケジュール表としてＡ３

版１枚に記載させていただくこ

Ａ３版１枚で作成し、Ａ４版に折

り込むものと変更します。 

（１４） 



番号 質問項目 頁 様式 章 1 (1) 1) - - 質 問 回 答 

とは可能でしょうか。 

102 

「事業費の

総額」につい

て 42 29     ①  

①事業費の調達の表内に、「事業

費の総額」とありますが、「事業

費の調達の総額（自己資本と外部

借入の合計額）」と考えてよろし

いでしょうか。 

ご理解のとおりです。 

103 

関心表明書 

43 30       

＜様式３０＞資金調達計画（関心

表明書等）について、金融機関等

からの関心表明書を添付するの

は、当該様式のうしろに添付する

との認識でよろしいでしょうか。 

ご理解のとおりです。なお、番号

９１への回答を参照してくださ

い。 

104 

資金調達計

画（損益計算

書）の一般管

理費につい

て 

44 31       

資金調達計画（長期事業収支計画

表（損益計算書））の一般管理費

とは、ＳＰＣ費用の事でしょう

か？ 

ご理解のとおりですが、詳細につ

いては、入札参加者の判断による

ものとします。 

105 

資金調達計

画 
46 33       

ＳＰＣ設立費用等、ＳＰＣの初期

費用に係る費用は「Ａ・⑰その他

費用」に記載すればよろしいでし

ょうか。 

ご理解のとおりです。なお、入札

説明書Ｐ２７の「(1) 支払の構

成」を参照してください。 

106 

資金調達計

画 
50 37       

運営開始後のＳＰＣ管理費用に

係る費用は「Ｆ・⑤その他費用」

に記載すればよろしいでしょう

か。 

入札説明書Ｐ２７の「(1) 支払の

構成」及び番号４０への回答を参

照してください。 

107 

「資金調達

計画に関す

る提案書」の

作成に当た

っての注意

事項 

51 31  3     

＜様式３１＞①資金調達計画（長

期事業収支計画表（損益計算書））

に関して、「「売上」、「費用」とこ

れらに関連する項目には「消費税

等」を含まないものとしてくださ

い。」とありますので、「消費税等」

に関する割賦金利や営業外費用

等がある場合についても含まな

いものとして記載すればよろし

いでしょうか。 

市と選定事業者の事業契約にお

ける契約金額のうち消費税等分

を含まないもの、つまり、入札金

額と整合させるものとしてくだ

さい。なお、市が割賦で支払うの

に必要な金利支払額は、「Ａ 本施

設の施設整備に係る業務の対価」

の割賦金分と「Ａ’本施設の施設

整備に係る消費税及び地方消費

税相当額」の割賦金分の合計額、

「Ｃ 本施設の開業準備に係る業

務の対価」の割賦金分と「Ｃ’本

施設の開業準備に係る消費税及

び地方消費税相当額」の割賦金分

の合計額を、それぞれ割賦元本と

することに注意してください。 

108 

資金調達計

画 

51 31  6     

ＥＸＣＥＬデータでの提出が必

要な書類（様式３１）について 

ＥＸＣＥＬベースのフォーマッ

トをご提供いただく事は可能で

しょうか。（様式集のフォーマッ

トはＷＯＲＤのため） 

入札参加者で作成してください。 

109 

資金調達計

画 
52 32  8     

ＥＸＣＥＬデータでの提出が必

要な書類（様式３２）について 

ＥＸＣＥＬベースのフォーマッ

トをご提供いただく事は可能で

番号１０８への回答を参照して

ください。 

（１５） 



番号 質問項目 頁 様式 章 1 (1) 1) - - 質 問 回 答 

しょうか。（様式集のフォーマッ

トはＷＯＲＤのため） 

110 

様式３３～

３７ 

52 

33 

～ 

37 

      

＜様式３３＞～＜様式３７＞は

ＥＸＣＥＬデータにて作成・提出

することは可能でしょうか。 

＜様式３３＞から＜様式３７＞

については、電子データ（ＰＤＦ）

の提出としています。したがっ

て、作成にあたって使用するソフ

トは、入札参加者の判断によるも

のとします。 

111 

様式５０の

記載内容 

65 50       

「維持管理コスト及び環境負荷

の低減に資する施設計画」につい

て記載するようにご指示があり

ますが、これは基本的には施設計

画を記載するものであり、維持管

理・運営による取り組みは、本様

式では評価の対象外となります

でしょうか。（維持管理または運

営に関する提案書にて記載すべ

きでしょうか） 

ご理解のとおりです。「維持管理

コストと環境負荷の低減」は、維

持管理業務及び運営業務で期待

する重み（ウエイト）よりも、施

設計画に期待する重み（ウエイ

ト）が大きいとの判断によるもの

です。なお、維持管理業務及び運

営業務における「維持管理コスト

及び環境負荷の低減」について

は、＜様式５９＞から＜様式６１

＞、＜様式６３＞、＜様式６４＞

に記載してください。 

112 

中長期修繕

計画 

66 51       

入札説明書 第７章 提案書類

等の一覧（Ｐ－４８）及び様式集 

第１章 提出書類等の一覧（Ｐ－

２）にはＡ４サイズとの指定があ

りますが、脚注に記載されている

Ａ３サイズでの提出としてよろ

しいでしょうか。 

「Ａ４版－枚」を「Ａ３版－枚」

に修正します。なお、Ａ３版で作

成し、Ａ４版に折り込むものとし

ます。 

113 

中長期修繕

計画 
66 51       

様式集２ページ目には、「Ａ４版

－枚」とありますが、様式５１の

下段にあるとおり「Ａ３版１枚で

作成」で宜しいでしょうか。 

番号１１２への回答を参照して

ください。 

114 

中長期修繕

計画 
66 51       

「期間」のなかで年度に「～」と

ありますが、実際には省略せず事

業期間に亘り各年度を記載する

という理解で宜しいでしょうか。 

ご理解のとおりです。 

115 

図書館催事

業務、美術館

（市民ギャ

ラリー）催事

業務（開業

時）の様式に

ついて 

72 57       

「ウ その他、図書館催事業務及

び美術館（市民ギャラリー）催事

業務に関する独自の提案（開業

時）」とありますが、「ア 図書館

催事業務（開業時）」や「イ 美

術館（市民ギャラリー）催事業務

（開業時）」にも独自の提案が含

まれると思います。その場合の

「ウ」との書き分けについて教え

ていただけませんでしょうか。 

「ア」、「イ」については、図書館

催事業務（開業時）、美術館（市

民ギャラリー）催事業務（開業時）

の全体について記載し、「ウ」に

ついては、それらのうち、特に入

札参加者の独自性（オリジナリテ

ィ）が高いと考える提案につい

て、補足の説明を記載することを

想定しています。なお、具体的は

記載内容については、入札参加者

の判断によるものとします。 

 

 

 

 

（１６） 



＜ 要求水準書に関する質問回答 ＞ 

 

番号 質問項目 頁 章 1 (1) 1) ① ｱ a 質 問 回 答 

116 

本施設の考

え方につい

て 1 1 1 2     

本施設の機能として、災害発生時

の市民避難、生活支援等、防災拠

点としての機能付与については

必須では無いとの認識で間違い

ないでしょうか。 

ご理解のとおりです。 

117 

市民活動支

援センター 

5 1 1 4     

＜公益文化施設＞表内の市民活

動支援センターの必要な主な機

能の中で「プリント工房」と書か

れていますが、具体的にはどのよ

うな機能を要求されているので

しょうか。 

【別紙１０】Ｐ１１の「2」 プリ

ント工房」を参照してください。 

118 

主要機能等 

5 1 1 4     

図書館と美術館（市民ギャラリ

ー）の搬入車両室は、必要台数を

確保した上で、計画的で適切な運

営が実施できれば、兼用できるこ

とと考えてよろしいでしょうか。 

ご理解のとおりです。 

119 

都市公園に

ついて 

11 2 2 2    ※ 

「都市公園の形状については、入

札参加者の提案による」との記載

がありますが、広場の最狭部の寸

法制限・形状の制限があればご教

示ください。例えば、都市公園を

凹型形状とした場合、最狭部は管

理用通路を含めて幅１０ｍ程度

と考えて宜しいでしょうか。 

また、前面道路に面した広場を櫛

状とし、最狭部を幅１０ｍ程度と

することは可能でしょうか。 

適切に接道している一団の土地

（公益文化施設の敷地を囲み込

むようなものは不可とする。）で

あれば、特段の条件はありませ

ん。なお、一団の土地として都市

計画決定及び分筆を予定してい

ることに配慮してください。 

120 

中高一貫校

との敷地境

界について 

11 2 3 1 1 ④   

中高一貫校との境界となる敷地

境界部分の計画は、県との協議が

可能でしょうか。（塀や植栽、動

線、広場等） 

山形県における中高一貫校の外

構設計は、平成２６年度に実施さ

れる予定のため、現段階での協議

はできません。なお、平成２６年

度の後半における本事業の基本

設計・実施設計の段階において

は、県と打ち合わせを行う予定で

す。したがって、提案にあたって

は、【資料１-２ レベル計画図】

を参照するとともに、中高一貫校

側に雨水が流出しないように計

画してください。番号１２１への

回答を参照してください。 

121 

セキュリテ

ィレベルの

考え方 

12 2 3 1 2 ① ｲ  

中高一貫校敷地との境界線につ

いて、生徒が直接利用できるため

の通路以外の部分については中

高一貫校配置図によると学校側

境界線付近に植栽がされるよう

なので、当公益文化施設工事にお

いては、フェンス、塀等や生垣等

は不必要と解釈してよろしいで

山形県における中高一貫校の外

構設計は、平成２６年度に実施さ

れる予定のため、現段階において

詳細な内容は未定ですが、山形県

において、セキュリティ上、本土

地との区分を明確にするための

構造物等を本土地との境界線に

沿って設置する予定です。なお、

（１７） 



番号 質問項目 頁 章 1 (1) 1) ① ｱ a 質 問 回 答 

しょうか。 詳細については、本事業の基本設

計・実施設計の段階において、県

と打ち合わせを行う予定です。し

たがって、提案にあたっては、【資

料１-２ レベル計画図】を参照

し、上記内容を踏まえて、本土地

内での提案としてください。 

122 

施設の主要

構造種別 

15 2 3 3 1    

収蔵庫（前室含む）は気密性・防

火・防犯の観点からＲＣ造とする

との記載がありますが、柱・梁を

ＳＲＣ造とすることは問題ない

でしょうか。 

一部をＳＲＣ造とすることにつ

いて、特段の問題はありません。 

123 

施設の主要

構造種別 

15 2 3 3 1    

収蔵庫及び前室を構成するＲＣ

壁について、柱などの周辺躯体と

縁を切るための耐震用スリット

を設けることは問題ないでしょ

うか。（内壁・外壁それぞれ） 

当該部分に耐震用スリットを設

けることについて、特段の問題は

ありません。ただし、耐震性、耐

火性、気密性等の性能について

は、十分に配慮してください。 

124 

施設の主要

構造種別 

15 2 3 3 1    

収蔵庫及び前室を構成するＲＣ

壁について、最小壁厚等の規定は

ありますか。（内壁・外壁それぞ

れ） 

当該部分の最小壁厚等について、

特段の要求はありません。ただ

し、耐震性、耐火性、気密性等の

性能については、十分に配慮して

ください。 

125 

非常照明、直

流電源装置 

16 2 3 4 6 ⑤ ｱ  

非常照明はイニシャルコスト、メ

ンテナンスコストの総合的判断

からバッテリー内蔵型とするこ

とも可能でしょうか。あるいはバ

ッテリー別置型が必須でしょう

か。 

遵守すべき法令等、適用すべき要

綱・基準等の要件を満たすのであ

れば、入札参加者の判断によるも

のとします。 

126 

自家用発電

設備 

16 2 3 4 6 ⑥ ｱ  

自家用発電設備は法的に不要と

判断された場合にも、重要負荷へ

の停電時送電用として設置する

ことが必須と考えて宜しいでし

ょうか。 

ご理解のとおりです。 

127 

防犯設備 

18 2 3 4 6 ⑭ ｴ  

「機械警備の警備区分は、各エリ

ア等の多様なパターンでの利用

が可能となるように」との記述が

ありますが、図書館、美術館、市

民活動支援センター各々の開館

日（曜日等）、開館時間帯が想定

されていればご教示下さい。 

要求水準書Ｐ４０の「２ 本施設

の運営に係る業務の仕様」を参照

してください。なお、開館日（曜

日）については、入札参加者の提

案によるものとします。また、機

械警備の警備区分は、各エリア等

の多様なパターンでの利用が可

能となるように」することを求め

ていますが、必要以上に複雑なも

のとならないよう留意してくだ

さい。 

128 

熱源機器設

備 
18 2 3 4 7 ① ｱ  

電気、ＬＰＧ以外の熱源方式によ

る提案は可能でしょうか。 

熱源方式について、特段の要求は

ありません。ただし、省資源及び

省エネルギー（省コスト）に留意

してください。 

129 
空調方式 

18 2 3 4 7 ② ｱ  
一般室の空調温湿度条件は下記

と考えてよろしいでしょうか。 

ご提示の温度条件で、問題はあり

ませんが、湿度については、夏

（１８） 



番号 質問項目 頁 章 1 (1) 1) ① ｱ a 質 問 回 答 

夏期 温度 ２６℃ 湿度 成行 

冬期 温度 ２２℃ 湿度 成行 

季・冬季とも、４０～５０％程度

を目標値とします。 

130 

昇降機設備 

19 2 3 4 9 ③   

昇降機設備を設置する場合、運転

監視盤の設置は停止箇所数に関

わらず必須でしょうか。例えば２

停止でも必要でしょうか。 

乗用昇降機設備（人荷用を含む。）

にあっては、運転監視盤の設置を

必須とします。 

131 

図書館車両

の駐車スペ

ースについ

て 

20 2 3 5 3 ①   

図書館の巡回サービス車輛の専

用駐車スペースは必要でしょう

か。 

【別紙１０】Ｐ６の「3）搬入車

両室」において設置することを想

定していますが、具体的には、入

札参加者の判断によるものとし

ます。 

132 

大型バス」駐

車スペース」

について 20 2 3 5 3 ③   

大型バスの駐車場は必要でしょ

うか。 

１５０台の駐車スペースの数台

分を使って駐車すると考えてよ

ろしいでしょうか。 

１５０台の駐車スペースの数台

分を使って駐車する方法でも、特

段の問題はありません。 

133 

都市計画決

定 
20 2 4 1 1    

都市計画決定手続きの時期につ

いてご教示頂けないでしょうか。 

平成２８年４月頃から都市計画

決定の手続きを開始し、同年１１

月の供用開始前には、当該決定を

完了させる予定です。 

134 

分筆 

20 2 4 1 2    

分筆に係る手続きと費用は貴市

負担という理解で宜しいでしょ

うか。 

ご理解のとおりです。なお、選定

事業者が、業務の履行にあたって

当然に持ち得る図書等について、

多少の整理・加工を行ったうえ

で、提供をいただく場合がありま

す。 

135 

セキュリテ

ィレベルの

考え方 
21 2 4 3     

公益文化施設敷地と都市公園の

境界部については、境界が明確に

なる縁石などを設置すれば、管理

用通路は境界部から多少離れた

位置に設置してもよろしいでし

ょうか？ 

ご提示の境界部分の処理方法で、

特段の問題はありません。 

136 

セキュリテ

ィレベル 

21 2 4 3 2    

セキュリティレベルにおいて施

設区分を明確にするとのことで

すが、排水施設等においても公益

文化施設敷地と都市公園敷地と

で系統を分けた処理を必要とさ

れていますでしょうか。 

市下水道に接続する場合の排水

施設の系統分けは、必須ではあり

ません。なお、上水道引込給水管

については、「入札説明書等に関

する追記事項」を参照してくださ

い。 

137 

都市公園の

セキュリテ

ィレベル 21 2 4 3 4    

セキュリティレベルの考え方で、

原則として利用者の制限はない

とありますが、原則外の利用形態

はどのようなものを想定してい

るか、あればご開示下さい。 

東根市都市公園管理条例第３条

及び第５条の行為が想定されま

す。 

138 

移設便所に

ついて 

21 2 4 4 4    

移設予定の便所については補助

金等の関係で必要と考えてよろ

しいか。また、建物に手を入れる

ことは可能でしょうか。 

既存の公衆トイレの再（継続）利

用は必須です。なお、当該公衆ト

イレについて、仕上げ材の追加や

形状の一部変更など、内・外装等

に手を加えることは、可能としま

す。 

（１９） 



番号 質問項目 頁 章 1 (1) 1) ① ｱ a 質 問 回 答 

139 

別途、県及び

市が発注す

る工事等に

関する事項 
25 2 8 2     

歩道融雪施設設置工事の工事予

定年度につきまして、平成２７年

度とありますが、着工時期・工期

のご予定をご教示いただけます

でしょうか。 

平成２７年度第１四半期に発注

し、同年１２月頃の完成を予定し

ていますが、具体的な工事の取り

合いについては、市と選定事業者

で協議をして定めるものとしま

す。 

140 

都市計画道

路一本木駅

前通り線の

歩道融雪施

設設置工事 
25 2 8 2     

平成２７年度工事予定の深井戸

２本の位置は、本事業選定業者と

協議のうえ決定されるとの認識

でよろしいでしょうか。 

また、敷地東側（市道一本木８号

線）歩道につきまして、将来融雪

施設整備計画の可能性があれば

お示しください。 

ご質問の前段については、ご理解

のとおりです。 

ご質問の後段については、現段階

では、当該計画はありません。 

141 

別途、県及び

市が発注す

る工事等に

関する事項 

25 2 8 3     

街路灯設置工事の工事予定年度

につきまして、平成２９年度とあ

りますが、着工時期・工期のご予

定をご教示いただけますでしょ

うか。 

現段階では、具体的な工事期間は

未定です。 

142 

什器備品等

の大規模な

修繕等 

29 4 1 1    ※ 

大規模な修繕等（日常修繕、経常

修繕等を除き、オーバーホール、

主要部品の更新、全体の更新等を

含む。とありますが、別紙１２に

記載されている什器備品等（提案

する什器備品等含む）すべてが該

当するとの理解でよろしいでし

ょうか。 

ご理解のとおりです。ただし、市

で（１６年目以降であって）予め

指定する部位の大規模な修繕等

以外（維持管理の全期間）につい

ては、規模の大きい小さいにかか

わらず、選定事業者の負担（本事

業の事業範囲内とし入札価格に

含める。）となることに留意して

ください。 

143 

業務の対象

範囲につい

て 29 4 1 1    ※ 

維持管理・運営期間１６年目以降

に、市が予め指定する部位の大規

模な修繕等に、ＬＥＤ照明の一斉

交換を行う場合は含まれるでし

ょうか。 

ＬＥＤ照明の一斉交換（ただし、

必要な場合に限る。）は、電灯設

備機器類として、市で予め指定す

る部位に含まれます。 

144 

管理記録等

の保管 

31 4 2 4     

「本事業の維持管理期間終了時

まで保管する。」とありますが、

維持管理期間２０年を考慮する

と莫大な量になると想定できま

すが、紙媒体ではなく電子データ

での保管でもよいとの認識でよ

ろしいでしょうか。 

遵守すべき法令等、適用すべき要

綱・基準等の要件を満たすのであ

れば、電子データでの保管でよい

ものとします。ただし、必要な場

合には、適宜、出力できるものと

します。 

145 

外構の除雪

作業につい

て 
35 4 5 5     

本施設敷地内に除雪用の車輌（ホ

イールローダー等）を常時配置す

ることは可能でしょうか。また、

配置が可能な場合、市に対して駐

車料金等を支払う必要はあるで

しょうか。 

事業予定地内に、除雪用の車輌等

を常時配置することは可能とし、

駐車料金等を支払う必要はあり

ません。ただし、安全性及び美観

等に配慮してください。 

146 

警備業務に

ついて 
36 4 7 1 1    

防災諸設備及び各種警報機器等

のセンサー監視等の常駐警備業

務について、警備員ではなく、防

災センター要員等の必要な資格

可能としますが、警備業務には、

３６５日２４時間対応（防災諸設

備及び各種警報機器等のセンタ

ー監視を含む。）が必要であるこ

（２０） 



番号 質問項目 頁 章 1 (1) 1) ① ｱ a 質 問 回 答 

を有する設備管理要員に従事さ

せることは可能でしょうか。 

とに留意してください。なお、市

は、警備業務の実施にあたって、

警備員の常駐ではなく、機械警備

を想定しています。 

147 

都市公園の

公衆トイレ 
36 4 8 2     

公衆トイレは１２月から３月上

旬まで閉鎖予定とありますが、対

策を講じて供用することは可能

でしょうかご教示下さい。 

市としては、公衆トイレの冬季利

用を想定していませんが、入札参

加者の提案を妨げるものではあ

りません。 

148 

都市公園の

使用料金収

受 
37 4 8 6     

都市公園利用管理業務で（使用料

金の収受）となっておりますが、

現在料金を徴収している利用形

態をご教示下さい。 

東根市都市公園条例及び同施行

規則によるものとなっています。

免除にならない例としては、露店

商やスポーツ教室など、利益等を

目的とし、相手より代金等を得る

ものがあります。 

149 

都市公園使

用許可につ

いて 
37 4 8 6     

市公園利用管理業務で（使用許

可）となっておりますが、使用許

可は事業者の判断でしょうかご

教示下さい。 

東根市都市公園管理条例に基づ

くものとし、指定管理者である選

定事業者の判断によることがで

きるものとします。 

150 

司書資格 

39 5 1 3 2    

この要求水準で言われている「司

書資格」は「司書補」も含むと理

解してよろしいでしょうか。 

当該「司書資格」には、「司書補

資格」は含まれません。 

151 

市民活動支

援センター

機能のセン

ター長、業務

責任者及び

スタッフ 

39 5 1 3 2    

市民活動支援センター機能のセ

ンター長、業務責任者及びスタッ

フに求める属性、具体的な資質が

あればご教示下さい。 

要求水準書Ｐ３９の「2) 人材に

求められる資質」で提示している

資質以上のことは、特にありませ

ん。 

152 

市民活動支

援センター

機能のセン

ター長、業務

責任者及び

スタッフ 

39 5 1 3 2    

市民活動支援センターのスタッ

フは常駐・非常駐の指定はないと

の理解で宜しいでしょうか。 

市民活動支援センターのセンタ

ー長、各業務の責任者、スタッフ

は常駐が必要です。ただし、要求

水準書Ｐ３９の「2) 人材に求め

られる資質」で提示しているよう

に、兼務を認めています。 

153 

運営時間に

ついて 

40 5 2      

各施設ごとに運営時間が記載さ

れておりますが、ここに規定され

た時間は満たした上で、運営時間

を延長することは可能でしょう

か。 

提示している施設利用時間は、市

民検討委員会で協議されたもの

であり、延長は考えていません。 

154 

図書館利用

時間 
40 5 2 2 2    

利用時間の終了が２０：００、１

９：００となっていますが、延長

は可能でしょうか。その場合の条

件はあるでしょうか。 

番号１５３への回答を参照して

ください。 

155 

運営に係る

美術館業務 
42 5 2 3 9    

企画展示のうち「メインとなる企

画展示」と「その他（サブ）の企

画展示」の定義がありますでしょ

うか。 

入札参加者の提案によるものと

します。 

156 

市民活動支

援センター

業務 

43 5 2 4 4    

各団体が市民向けに行う各種講

座の開催頻度のイメージはあり

ますでしょうか。 

入札参加者の提案によるものと

します。 

（２１） 



番号 質問項目 頁 章 1 (1) 1) ① ｱ a 質 問 回 答 

157 

施設使用料

について 

43 5 2 5 4    

市想定の７５㎡でカフェ業務エ

リアを整備した場合の施設使用

料は、実施方針の質問回答より、 

３０，０００円×０．０５×７５

㎡＝１１２，５００円（年額）程

度と理解してよろしいでしょう

か。 

ご理解のとおりです。 

 

 

＜ 要求水準書別紙・資料に関する質問回答 ＞ 

 

番号 質問項目 資料 番号 枚目 - - - - - 質 問 回 答 

158 

別紙３－２ 

地質調査図

（調査結果

の抜粋） 
別 

3 

-2 
      

調査結果の「抜粋」とありますが、

公開された地質調査結果の他に、

圧密試験や平板載荷試験の結果

はありませんでしょうか？ 

ご質問の試験は行っていません。

なお、「地質調査業務報告書」（一

式）について、市のプロジェクト

推進課において、閲覧の用に供す

るものとします。閲覧を希望する

者は、プロジェクト推進課に電子

メールで予約のうえ、来庁してく

ださい。 

159 

地質調査図 

別 
3 

-2 
      

地質調査図（調査結果の抜粋）に

ついて、抜粋ではなく調査結果一

式を公表いただけませんでしょ

うか。 

番号１５８への回答を参照して

ください。 

160 

開架・閲覧エ

リア 

別 10 3      

「共通事項⑪ブックトラックの

スペースを確保する」とあります

が、一般には開架・閲覧エリア内

にはブックトラックを配置しな

いと思われます。「ブックトラッ

クスペース確保の意図」と「明確

に計画図にスペースの明示が必

要かどうか」を教えてください。 

「ブックトラック」を「ブックカ

ート」に修正します。また、計画

図にブックカートのスペースの

明示までは必要ないものとしま

す。 

161 

視聴覚コー

ナー 

別 10 4      

「視聴覚コーナー⑥利用者のプ

ライバシーに配慮したコーナー

のレイアウト」とは、「利用者の

主たる動線からブース利用者の

画面が見えない配置」との理解で

よろしいでしょうか。 

画面が見えない配置にこだわる

のではなく、視聴覚コーナーのレ

イアウトにおいて、利用者のプラ

イバシーに対し、意識的な配慮が

あればよいものとします。 

162 

閉架エリア 

別 10 5      

「閉架エリア」は集密書架と固定

書架の併用と理解しますが、その

割合はどの程度と考えればよろ

しいでしょうか。 

集密書庫が主と（多く）なると想

定していますが、床面積、平面計

画、動線計画及び業務勝手等につ

いて十分に考慮するものとし、具

体的には、入札参加者の提案によ

るものとします。 

163 

閉架書架に

ついて 
別 10 5      

閉架書庫として独立した部屋が

条件でしょうか。また集密書架が

条件でしょうか。 

質問の前段については、独立した

部屋を想定しています。 

質問の後段については、番号１６

２への回答を参照してください。 

164 ボランティ 別 10 6      「２）ボランティア室」は、一般 ボランティア室の活動を、一般の

（２２） 



番号 質問項目 資料 番号 枚目 - - - - - 質 問 回 答 

ア室 の利用者からボランティア活動

が見える配置も考えられますが、

「休憩もできるスペース」とする

なら、管理エリア内の一般使用者

からは見えない位置に配置する

と考えてよろしいでしょうか。 

利用者から見えるようにする、し

ないについては、入札参加者の提

案によるものとします。なお、ボ

ランティアスタッフが気兼ねな

く使用できる部屋としてくださ

い。 

165 

収蔵庫につ

いて 

別 10 9      

③将来を見越した広さが必要と

なっていますが、最大の広さ及び

天井高さの条件をお教えくださ

い。 

また収蔵品および常備する収蔵品

をお教えください。 

ご質問の前段については、床面積

約１００㎡のスペースに２層の

収納棚設備（各層の有効高さは

２,１００㎜）を想定しています。 

ご質問の後段については、現在、

市では、絵画２８０点、書１６点、

その他１７点を、市公共施設の各

所において所蔵していますが、本

施設への所蔵数（移管数）につい

ては、将来を見越して、今後検討

するものとしています。 

166 

情報ラウン

ジ 

別 10 10      

「（１）市民活動支援センターエ

リア１）情報ラウンジの飲食可能

な休憩スペース」は、「５共用部

分（１）共用エリア３）自動販売

機コーナー」を兼ねてもよろしい

でしょうか。 

ご提示のようなレイアウトでも、

特段の問題はありません。なお、

自動販売機設置に係る使用面積

についても、独立採算業務とし

て、行政財産目的外使用許可申請

に基づき、施設使用料が必要とな

ることに留意してください。 

167 

専用搬入車

両の大きさ

について 

別 10 10      

③専用搬入車両の大きさにわせ

た計画となっていますが、最大の

専用搬入車両の大きさをお教え

ください。 

本施設の規模及び内容等に基づ

き、最適（適切）と想定される美

術品搬入車両等に対応できる施

設内容としてください。なお、当

該美術品搬入車両等について、本

事業で調達することは想定して

いません。 

168 

共用部分の

職員用諸室 

別 10 12      

「５共用部分」の「職員用休憩室」

「職員用更衣室」「職員用給湯室」

「職員用トイレ」は、図書館、美

術館、市民活動センター職員全体

の施設として１箇所に集約する

ことと考えてよろしいでしょう

か。 

入札参加者の提案によるものと

します。 

169 

カフェ（厨房

等を含む。）

について 別 10 13      

業務期間中（２０年）にカフェエ

リアの内装リニューアルが必要

となった場合、選定事業者による

判断でその時期・工事内容等を決

定しても良いのでしょうか。 

原則として、ご理解のとおりで

す。ただし、標準内装及び標準設

備等は、市の所有（管理）財産で

あり、市と選定事業者で協議のう

え、定めるものとします。 

170 

別紙１０ 

別 10 13      

ドライブスルー型のカフェを設

置する際の関連外構費用及び注

文システム機器などは、サービス

対価に含まず選定事業者の負担

となるとの認識で宜しいでしょ

うか。 

ご理解のとおりです。 

171 屋 外 施 設 別 10 14      駐車場の自動車管制（入出庫ゲー 駐車場の使用料は、不要（無料）

（２３） 



番号 質問項目 資料 番号 枚目 - - - - - 質 問 回 答 

駐車場 ト、課金システム等）については、

その要否を含めて特に要求水準

は無いものと考えて宜しいでし

ょうか。 

とします。したがって、自動車管

制設備（入出庫ゲート、課金シス

テム等）は不要です。 

172 

空調設備 

別 11 2      

収蔵室は恒温恒湿機能付きとな

っておりますが温室度条件をご

教示ください。 

収蔵する物品の想定があれば併

せてご教示ください。 

ご質問の前段については、温度２

４℃±１℃、湿度５０％±５％程

度とします。 

ご質問の後段については、番号１

６５への回答を参照してくださ

い。 

173 

電子書籍購

入費につい

て 

別 12 1      

【別紙１２】什器備品リスト＿２

図書館什器備品リスト＿＜共通

事項＞にて、「タブレット型端末

２０台程度／電子書籍リーダー

５０台程度」との記載がございま

すが、当該備品に関わる電子書籍

購入費は貴市より別途支払われ

る予定である毎年度の図書資料

費（約２０，０００，０００円）

に含まれているとの認識で宜し

いでしょうか？ 

電子書籍購入費について、当面は

無料コンテンツを有効に活用す

ることを想定していますが、開館

時については、蔵書等調達業務及

び関連業務において購入する約

８万冊の図書の一部として調達

することも可能とします。なお、

開館後については、ご理解のとお

り、毎年度の図書館資料費に含ま

れるものとします。 

 

174 

公衆電話 

別 12 7      

公衆電話の基本料金は貴市にて

ご負担いただけるものとの理解

で宜しいでしょうか。 

市は、特殊簡易公衆電話（いわゆ

るピンク電話）の設置を想定して

おり、当該公衆電話の使用にあた

って必要となる電話料金（基本料

金・通話料）については、市が、

本事業とは別途に負担するもの

とします。ただし、当該公衆電話

を設置するために本施設側に必

要となる配管・配線等の施設整備

及び当該公衆電話の管理（収受し

た料金の市への納入等）は、選定

事業者が行うものとし、これらの

業務に必要となる費用は、本事業

のサービス購入費に含むものと

します。 

175 

電子書籍に

ついて 

別 19 1      

電子書籍につきましては、「将来

の図書館情報システムの更新等

に合わせて、インターネットによ

る自宅からの閲覧や今後登場す

るであろう新たなデバイスへの

対応にも配慮していく」と記載が

あります。 

現在提供されている電子図書館

サービスは著作権等の問題もあ

りコンテンツが少ないため、導入

図書館でもあまり利用されてい

ないという現状があります。電子

図書館サービスについては開館

時は必須ではなく、今後の電子図

書館業界の動向を踏まえて利用

ご理解のとおり、電子書籍を取り

まく現況等から、公益文化施設の

開館当初から「インターネットに

よる自宅からの閲覧や今後登場

するであろう新たなデバイスへ

の対応にも配慮」することは難し

いことが想定されるため、「将来

の図書館情報システムの更新（お

おむね５年ごと）等に合わせて」

対応していくものとしています。

なお、当該将来の対応について

も、原則として、本事業における

事業者の業務範囲に含まれるも

のとしますが、詳細については、

市と選定事業者で協議して定め

（２４） 



番号 質問項目 資料 番号 枚目 - - - - - 質 問 回 答 

の是非を検討していく、という理

解でよろしいでしょうか。 

るものとします。 

176 

電子書籍に

ついて 

別 19 1      

電子書籍について、「当面は、無

料コンテンツを有効に活用して、

電子書籍の閲覧・貸出ができる体

制を整えていく」とありますが、

無料コンテンツは貸出という概

念には馴染まないので、閲覧のみ

でよろしいのではないでしょう

か。 

無料コンテンツをダウンロード

した端末機器の貸出を想定して

いますが、具体的には、入札参加

者の提案によるものとします。な

お、番号１７３、１７５への回答

を参照してください。 

177 

電子書籍の

閲覧につい

て 
別 19 1      

現在、電子図書館サービスを提供

している企業は極めて少ないで

すが、その企業が含まれていない

入札参加グループが不利になる

ことはないと考えてよろしいで

しょうか。 

ご理解のとおり、当該企業が含ま

れていない入札参加グループが、

審査において不利になることは

ありません。なお、番号１７３、

１７５、１７６への回答を参照し

てください。 

178 

街路灯整備

施工箇所に

ついて 
別 22 2      

平成２９年度工事予定の大林一

本木線の街路灯設置工事のうち

敷地東側（市道一本木８号線）歩

道につきまして、街灯設置予定位

置等開示可能でしょうか？可能

であればお示しください。 

平成２８年度に設計業務を実施

する予定です。したがって、設計

未了のため、具体的な内容等の提

示はできません。 

179 

県立東根中

高一貫校と

の連携部の

整合 

資 
1 

-2 
1       

県立東根中高一貫校の外部レベ

ルが、資料１－２に示されていま

すが、本提案敷地に面する部分が

法面となっています。県立中高一

貫校との連携動線を計画する場

合、中高一貫校の敷地内で調整整

備の必要が生じると想定されま

す。この整備費用は、本提案に含

まないものと考えて宜しいでし

ょうか。 

山形県における中高一貫校の外

構設計は、平成２６年度に実施さ

れる予定のため、現段階において

詳細な内容は未定です。平成２６

年度後半における本事業の基本

設計・実施設計の段階において

は、県と打ち合わせを行う予定で

す。したがって、提案にあたって

は、中高一貫校の敷地内での調整

整備（レベル等）は行わず、本事

業の事業予定地内において、必要

となる調整整備（レベル等）を行

うものとしてください。なお、当

該業務は、本事業における選定事

業者の業務範囲に含まれるもの

とします。 

180 

県立東根中

高一貫校と

の連携部 

資 1 2      

県立東根中高一貫校の連携部に

ついて、資料１の２枚目に「要求

水準書～通路は、学校昇降口付近

の当該位置あたりと想定」とあ

り、赤色の矢印が記されておりま

すが、通路はこの範囲内に計画し

なくてはいけないのでしょうか。

もしくはプロムナード側に整備

することは可能でしょうか。 

【資料１】において提示している

当該通路の位置等については、山

形県と協議済みであり、変更でき

ないものとします。 

181 

⑭防犯設備 

        

…外部等に適宜監視カメラを設

置する。の適宜は個人情報の観点

から、最低どこを監視すればよろ

しいか？ 

維持管理業務及び運営業務等と

連携するものとし、具体的には、

入札参加者の提案によるものと

します。なお、運用にあたっては、

（２５） 



番号 質問項目 資料 番号 枚目 - - - - - 質 問 回 答 

プライバシーの保護等に、十分に

留意してください。 

182 

衛生消耗品

について 

        

公益文化施設の衛生消耗品（トイ

レットペーパー・ごみ袋・手洗い

石鹸等）は、入札価格に含むとい

う認識ですが、使用数を想定する

ための参考として既設公衆トイ

レのトイレットペーパー年間使

用数をご提示いただけませんで

しょうか。 

既設公衆トイレにおける、現在の

トイレットペーパーの年間使用

数は、約２００ロール（規格：６

５m/ロール）となっています。 

 

 

＜ 落札者決定基準に関する質問回答 ＞ 

 

番号 質問項目 頁 1 (1) 1) ① ｱ - - 質 問 回 答 

183 

提案審査 

3 3 2      

ヒアリングを行うことがあると

ありますが、このヒアリングは、

事業者によるプレゼンテーショ

ンは想定されているのでしょう

か。 

ヒアリングを実施する場合にあ

っては、プレゼンテーションの実

施も考えられますが、どちらかと

いえば、入札参加者への確認事項

等が中心になると想定していま

す。なお、当該事項については、

審査委員会での決定事項であり、

具体的な内容等が決定された段

階で、入札参加者へ送付する予定

です。 

184 

要求条件 

4 5 3      

基本的要件に関する適格審査の

審査基準に記載されてある「要求

条件」とは「要求水準」と読み替

えてよろしいでしょうか。 

ご理解のとおりですが、単に要求

水準書だけではなく、入札説明

書、様式集、落札者決定基準、基

本協定書（案）、事業契約書（案）

において提示されている要求条

件も含まれることに留意してく

ださい。 

185 

市場価格と

の極端な乖

離 

4 5 3 1     

基本的要件に関する適格審査の

うち事業計画に関する項目の長

期事業収支計画に係る審査基準

で、「市場価格との極端な乖離が

ないこと」とありますが、具体的

に何の市場価格を指しているの

か、また極端な乖離とはどの程度

を想定されているかご教示くだ

さい。 

社会通念上から極めて不合理な

内容（入札金額）の提案、あるい

は、事業を実施できることが確認

（担保）できない提案（入札金額）

等が想定されますが、個別具体的

な状況に基づき、判断するものと

します。 

186 

様式に対す

る評価 

14 6 6     ※ 

様式２６，２７，４０～４３等に

ついても、細かな評価指針の提示

をお願いできますでしょうか。 

各審査項目と評価指針に基づき

審査するときに、それぞれ関連す

る事項について、適宜、参照する

ものとします。＜様式７４＞から

＜様式８５＞についても、同様と

します。 

187 
地域経済へ

の配慮につ
14 6 6  ① ｱ   

地域経済の配慮について具体的

な採点評価基準があればお示し

審査委員会において判断するも

のとします。 

（２６） 



番号 質問項目 頁 1 (1) 1) ① ｱ - - 質 問 回 答 

いて ください。 

188 

配点の計算

式 
15 7 1 2     

配点の計算式における、「４３，

８００，０００円」とありますが、

算出根拠等をご教示いただけま

すでしょうか。 

予定価格の約８０％に相当する

金額において、提案審査（価格審

査）での配点の上限である７０点

になるようにしたものです。 

 

 

＜ 基本協定書(案)に関する質問回答 ＞ 

 

番号 質問項目 頁 条 項 号 別紙 - - - 質 問 回 答 

189 

努力義務 

1 2 2      

あくまで客観的かつ合理的な範

囲にて尊重するとの理解でよろ

しいでしょうか。 

ご理解のとおりです。 

190 

事業予定者

の設立 

1 3 3      

ＳＰＣ設立に際しまして、創立総

会ではなく、発起人設立や発起人

決定書において取締役を選任す

る方法でも問題ないとの理解で

よろしいでしょうか。 

関連する法令等を遵守している

のであれば、特段の問題はありま

せん。 

191 

株式の譲渡

等 

2 4 3      

担保権設定契約書の写しにつき

ましては、契約当事者である金融

機関との協議にもよりますので、

努力義務としていただけないで

しょうか。 

原案のとおりとします。 

192 

事業契約締

結不調の場

合の処理 
3 8 1      

違約金の支払い義務は、帰責のあ

る構成員に限定されるという理

解で宜しいでしょうか。 

責めに帰すべき事由がある構成

員に限らず、乙の構成員が連帯し

て違約金の支払義務を負うこと

になります。 

193 

事業契約 

3 8 1      

東根市議会の議決が得られない

場合は、いかなる場合も本項は適

用されず、第３項が適用されると

の理解でよろしいでしょうか。 

ご理解のとおりです。 

194 

事業予定者

の責めに帰

すべき事由 
3 8 1      

「乙又は事業予定者の責めに帰

すべき事由により事業契約の仮

契約の締結に至らなかった場

合、」とありますが、仮契約の締

結に至らないと想定される具体

的な事由をご教示ください。 

例えば、乙により事業予定者（Ｓ

ＰＣ）を組成できなかった場合が

想定されますが、これに限るもの

ではありません。 

195 

市議会にお

ける議決 

3 8 3      

市議会の議決は、事業者が関与で

きうるものではないため、乙が本

事業の準備に関して支出した費

用について、貴市にてご負担願い

たいと考えますが、ご再考頂けま

せんでしょうか。 

原案のとおりとします。なお、市

は、東根市議会の議決が得られる

よう、最大限の努力を行うものと

します。 

196 

秘密保持 

3 9       

開示許容先として、事業者側のア

ドバイザー（弁護士、会計士等）

及び業務委託先（協力企業）もお

認めいただけませんでしょうか。 

原案のとおりとします。ただし、

市は、事業者側のアドバイザー及

び業務委託先（協力企業）に対す

る開示について、合理的な理由な

く、当該開示を留保又は拒絶しな

（２７） 



番号 質問項目 頁 条 項 号 別紙 - - - 質 問 回 答 

いものとします。 

197 

出資者保証

書 

5    1    

ＳＰＣ株主が「連帯して誓約」と

ありますが、個々の会社の宣誓で

足りると考えますので、「連帯」

の文言を削除いただけませんで

しょうか。 

「事項を連帯して誓約し」を

「事項を誓約し」に修正しま

す。 

 

 

＜ 事業契約書(案)に関する質問回答 ＞ 

 

番号 質問項目 頁 章 節 条 項 号 別紙 - 質 問 回 答 

198 

契約金額 

0 前文      4 

契約金額ほか各種業務費相当分

について消費税及び地方消費税

相当額の記載がございますが、消

費税率改定の都度変更契約を締

結するのでしょうか。貴市及び事

業者共に手続きが煩雑となるの

で、削除いただけないでしょう

か。あるいは、規定の金額変更に

ついては、通知としていただけな

いでしょうか。 

原案のとおりとします。なお、消

費税率改定の都度変更契約を締

結することは想定していません。

また、消費税率の変更時の対応に

ついては、事業契約書（案）第８

２条を参照してください。 

199 

別途に「事業

者」に委託す

る業務 

2 1  1 1 9   

「市が別途事業者に委託する」と

ありますが、契約条件等お示しい

ただけますでしょうか。 

特段の理由がない限り、事業契約

書（案）第３条の趣旨に基づき、

本事業の一体性及び一貫性、並び

に、効率性及び経済性を考慮し、

当該業務は、事業者（事業者の構

成員を含む。）に、本事業とは別

の契約による発注を予定してい

ます。 

200 

運営費相当

分 
2 1  1 1 9   

（～「事業者」に直接生じる費用

を含まない。）とありますが、サ

ービス購入費に含まれるとの理

解でよろしいでしょうか。 

ご理解のとおりです。 

201 

閉庁日 

3 1  1 1 16   

「閉庁日」の定義をご教示くださ

い。 

「閉庁日」とは、東根市の休日を

定める条例（平成２年条例第１０

号）が定める「市」の休日をいい

ます。 

202 

入札提案書

類 

4 1  1 1 37   

「貴市からの質問に対する回答

書」とは、どのようなものでしょ

うか。事業のスケジュール上、ど

の時点でそのような質問及び回

答を予定しているのでしょうか。 

例えば、提案審査の段階におい

て、市が入札参加者に確認を求め

た事項に対する回答や、ヒアリン

グでの回答を想定していますが、

この限りではありません。 

203 

不 可 抗 力 

地震 
4 1  1 1 40   

地震に対する不可抗力の判断基

準があればご開示下さい。 

不可抗力に該当するか否かは、地

震の規模・状況やその損害の発生

状況などの事情を踏まえて、個別

に判断することになります。 

204 

全体工程表 

5 2  4 2    

「事業者は全体工程表を本契約

締結以降、速やかに市に提出す

る」とありますが、仮契約締結後

ご理解のとおりです。 

（２８） 



番号 質問項目 頁 章 節 条 項 号 別紙 - 質 問 回 答 

速やかにとの認識でよろしいで

しょうか。 

205 

本施設の名

称 6 2  5 4    

施設名称はいつ頃決定するので

しょうか、又決定方法はあるので

しょうかご教示下さい。 

平成２７年度前半を予定してい

ますが、具体的な決定方法は、今

後の検討事項となります。 

206 

「本施設」の

名称 
6 2  5 4    

「本施設の名称は、別途定めるも

のとする」とありますが、市が定

めるとの理解でよろしいでしょ

うか。 

番号２０５への回答を参照して

ください。 

207 

民間事業者 

6 2  6 2    

「民間事業者」の定義をご教示い

ただけないでしょうか。 

「民間事業者」の定義について

は、事業契約書（案）第１条第１

項第１８号を参照してください。 

208 

「本土地」の

使用 

6 2  8 4    

どのような使用について想定さ

れているのでしょうか。また、

「市」は、合理的な理由なく書面

による承諾を留保、拒絶又は遅延

しないとの理解でよろしいでし

ょうか。 

ご質問の前段については、例え

ば、「事業者」が「工事開始予定

日」よりも前に「本施設」の建設

に伴う各種調査を実施すること

を想定しています。 

ご質問の後段については、ご理解

のとおりです。 

209 

「本土地」の

使用及び管

理 

6 2  8 4    

「本件土地」は、「本土地」と同

義で宜しいでしょうか。 

「本件土地」を「本土地」に修

正します。 

210 

「本土地」の

使用及び監

理 
6 2  8 4    

「工事開始予定日前」前に「本土

地」を使用する必要がある場合、

貴市は合理的な理由なく承諾を

留保、拒絶又は遅延することはな

いとの理解でよろしいでしょう

か。 

ご理解のとおりです。 

211 

許認可取得

の遅延によ

る増加費用 
7 2  9 5    

遅延が「事業者」及び「市」いず

れの責めにも帰さない場合は、

「市」に負担いただけるとの理解

でよろしいでしょうか。 

当該遅延が「法令」の変更による

場合は第１０章、「不可抗力」に

より場合は第１１章の規定に従

うものとします。 

212 

市による「設

計者」の承諾 

8 3  12 1    

「事業者は、市に対し当該業務を

委託する者の名称その他～を事

前に通知し～承諾を得た上で～」

とありますが、入札時に明らかに

なっている設計者に対して委託

する場合は承諾は必要ないとい

う理解でよろしいでしょうか。 

事業契約書において、「設計者」

として定義される者以外に委託

する場合には、「市」の承諾が必

要となります。ただし、「設計者」

以外であっても、入札時に既に明

らかになっていた者に委託する

場合には、「市」は、原則として、

その承諾を留保、拒絶しないもの

とします。 

213 

設計の変更 

8 3  13 1    

後段における「事業者」が検討し

た結果、工期の変更がある場合に

は、前段により設計の変更はされ

ないとの理解でよろしいでしょ

うか。 

「事業者」による検討結果が合理

的なものである場合には、前段に

よる設計変更は実施しません。 

214 

設計の変更 

8 3  13 2    

増加費用の支払い方法について

は、入札説明書２７頁第４章６に

準じて該当業務の支払いがなさ

ご理解のとおりです。 

（２９） 



番号 質問項目 頁 章 節 条 項 号 別紙 - 質 問 回 答 

れるという理解でよろしいでし

ょうか。 

215 

設計の変更 

8 3  13 2    

増加費用の中には、資金調達費用

及び合理的な範囲の損害も含ま

れるという理解でよろしいでし

ょうか。 

ご理解のとおりです。ただし、事

業者は、当該増加費用について、

最小限度に抑えるよう留意する

ものとします。 

216 

設計の変更

に伴う増加

費用 
8 3  13 2    

資金調達費用や合理的な範囲の

損害については、別紙７に従い

「その他費用」に組み入れられる

との理解でよろしいでしょうか。 

ご理解のとおりです。 

217 

「法令」変更

等による設

計の変更に

伴う増加費

用 

9 3  14 3    

「市」の利益とするとあります

が、費用の減少分についてどのよ

うな処理を想定されているので

しょうか。 

「市」が「事業者」に支払う「施

設整備費相当分」、「開業準備業務

相当分」、「維持管理費相当分」又

は「運営費相当分」を減額するも

のとし、詳細については、市と事

業者で協議するものとします。 

218 

「市」のモニ

タリングの

責任 

9 3  15 4    

前項の「市」の指摘や意見を反映

させたことによる瑕疵及び第三

者への損害賠償等については、本

項は適用されないとの理解でよ

ろしいでしょうか。（以下、その

他「施設整備業務」「開業準備業

務」「維持管理・運営業務」も同

様（第２５条第６項、第４３条第

３項、第５４条第３項）。） 

「市」は、本条第３項に基づく指

摘又は意見によって、「本施設」

の設計の全部又は一部について、

責任を負うものではありません。

なお、その他「施設整備業務」、

「開業準備業務」、「維持管理・運

営業務」（第２５条第６項、第４

３条第３項、第５４条第３項）に

ついても同様です。 

219 

設計の完了 

9 3  16 2    

確認書の交付について、「確認が

終了した場合は、「事業者」に対

し速やかに確認書を交付する」と

ありますが、具体的に何日以内に

交付する等のタイミングをご教

示いただけますでしょうか。 

おおむね７日以内を目途に交付

する予定です。 

220 

設計図書の

修正 

9 3  17 1    

市は、事業者負担にて設計図書の

修正を求めることができるとあ

りますが、その内容は客観的な判

断に基づく合理的なものと理解

してよろしいでしょうか。 

本条第１項記載に基づくものと

し、ご理解のとおりです。 

221 

「設計図書」

の修正 

10 3  17 1    

「法令」変更の際には、第１０章

が適用されるとのことですが、第

１４条第３項が適用される場合

には、この限りではないとの理解

でよろしいでしょうか。 

ご理解のとおりです。 

222 

「設計図書」

の修正 

10 3  17 2    

「自らの負担において」とありま

すが、「事業者」の責めに帰すべ

き事由に限るとの理解でよろし

いでしょうか。 

ご理解のとおりです。本条第１項

記載に基づくものとし、「市」の

責めに帰すべき事由による場合

は、「市」の負担とし、「法令」変

更及び「不可抗力」に起因する場

合は、それぞれ第１０章及び第１

１章に定める負担となります。 

223 
施工計画書 

10 4 1 19 1    
性能確保の方法を明記した施工

計画書を提出することとなって

工種ごとに、要求性能に関する事

項、材料・工法・資格等に関する
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番号 質問項目 頁 章 節 条 項 号 別紙 - 質 問 回 答 

おりますが、具体的にどのような

内容を示せばよろしいでしょう

か。 

事項、検査等に関する事項を、具

体的に記載するものとします。 

224 

建設の第三

者委託 

11 4 1 20 1    

「本工事」に着手する１４日前ま

でにすべての建設下請け人を通

知することは不可能であるため、

本項は削除いただけないでしょ

うか。 

本工事のうち、該当する工種に着

手する１４日前までに、当該業務

を請け負わせる者の名称その他

の情報を事前に通知するものと

します。ただし、主要な工種につ

いては、１４日前までではなく、

相当程度の事前に通知するよう

にしてください。 

225 

建設の第三

者委託 

11 4 1 20 1    

「「市」に対し当該業務を請け負

わせる者の名称その他の情報を

事前に通知」とありますが、その

他情報とはどのような情報でし

ょうか。 

要求性能を満たすために必要と

なる各種の資格（工場等の認定、

担当者の資格等）に関する情報を

想定しています。 

226 

建設者の第

三者委託 

11 4 1 20 1    

「市の承諾を得た上で、～第三者

に請け負わせることができる」と

ありますが、承諾を得れば構成員

以外の第三者に委託することが

できるという認識でしょうか。 

ご理解のとおりです。 

227 

工事監理者 

11 4 1 21 1    

「工事監理者の名称を通知し、市

の承諾を得る」とありますが、入

札時に明らかになっている工事

監理者に対して委託する場合は、

承諾は必要ないという理解でよ

ろしいでしょうか。また、本条に

記載の「工事監理者」とは、個人

を指すのでしょうか。企業を指す

のでしょうか。 

ご質問の前段については、入札時

に明らかになっている工事監理

者に対して委託する場合も、「市」

の承諾は必要となります。ただ

し、入札時に明らかになっていた

工事監理者に対して委託する場

合、原則として、「市」が承諾を

留保又は拒絶しないものとしま

す。 

ご質問の後段については、原則と

して、企業を指すものとします

が、関連する法令等に別段の規定

がある事項については、当該企業

において工事監理業務を担当す

る個人を指すものとします。 

228 

しゅん工遅

延 

13 4 1 24 5    

「しゅん工の予定日を変更する

ものとする」とありますが、その

場合は、引渡し予定日も変更する

ものと認識してよろしいでしょ

うか。 

しゅん工の予定日が変更された

場合であっても、個別具体的な事

情によっては、市と事業者の協議

の結果、引渡予定日が変更されな

い場合も想定されます。 

229 

近隣対策 

13 4 1 24 6    

『「本施設」を設置・運営するこ

と自体～』の後に『及び「市」の

設定した条件に』を追記いただけ

ないでしょうか。 

原案のとおりとします。市は、ご

質問にあるような事態を想定し

ていません。 

230 

「本施設」の

建設に伴う

近隣対策 13 4 1 24 6    

「本施設」を設置・運営すること

自体に直接起因して近隣対策が

必要となった場合に貴市が負担

する増加費用は、「しゅん工」予

定日が変更されたことによる増

ご理解のとおりです。 
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加費用も含むとの理解でよろし

いでしょうか。 

231 

工期 

14 4 1 26     

「工期」の定義をご教示くださ

い。 

「工期」とは、「工事開始予定日」

から「施設整備業務」が完了する

日までの期間をいいます。 

232 

「本施設」の

工期の変更 
14 4 1 26 1    

「協議により当該変更の当否を

協議する」は「協議により当該変

更の当否を決定する」の誤りでし

ょうか。 

ご理解のとおりです。「当否を協

議する」を「当否を決定する」に

修正します。 

233 

「本工事」中

に第三者に

生じた損害 

14 4 3 29 1    

事業者が賠償義務を負うのは、事

業者の責めに帰すべき事由によ

るものに限定されるという理解

でよろしいでしょうか。（「第三者

に損害を及ぼし、」の前に「事業

者の責めに帰すべき事由により」

を挿入することをご検討下さ

い。） 

ご理解のとおりです。「第三者に

損害を及ぼし」を「事業者の責め

に帰すべき事由により第三者に

損害を及ぼし」に修正します。 

234 

取扱説明書 

15 4 4 30 1    

「取扱説明書」とは、入札説明書

７頁第１章２に規定される「操作

マニュアル」と同義でしょうか。

また、具体的にどのような目的物

の説明書を想定されているので

しょうか。 

ご理解のとおりです。なお、取扱

説明書の内容については、本事業

の維持管理・運営業務が２０年間

にわたって事業者に委ねられる

ことから、事業者の業務に必要と

なる事項を満たすものとします。 

235 

取扱説明書 

15 4 4 30 1    

「本施設の使用又は操作のため

に必要、適切な事項を記載した説

明書」とありますが、設置してあ

る諸設備の操作方法を記載する

のでしょうか。具体的に記載事項

をご教示いただけますでしょう

か。 

番号２３４への回答を参照して

ください。 

236 

「しゅん工」

確認 

15 4 5 32 1    

「しゅん工」確認につきまして、

確認の書面を交付していただけ

るとの認識でよろしいでしょう

か。 

ご理解のとおりです。事業契約書

（案）第３５条を参照してくださ

い。なお、本条第１項「前条第２

項の通知を受けてから」を「前条

第３項の通知を受けてから」に修

正します。 

237 

しゅん工と

引渡し 

16 4 5 35     

施設の「しゅん工」と「引渡し」

について、配架業務は施設しゅん

工確認後でないと実施できない

ため、原案では施設のしゅん工と

引渡しの間に期間ができてしま

います。当該期間、ＳＰＣが施設

を保有する形になってしまうと

その間施設を保持するリスクを

担保するための保険料等費用が

発生することになってしまいま

す。施設のしゅん工のタイミング

で所有権を市に移転し、その後配

架作業等を行う期間を経て開業

という形にしていただけないで

本施設の所有権については、原案

のとおり、「引渡予定日」をもっ

て「市」に移転するものとします。

なお、配架業務によって「しゅん

工確認」が困難な箇所について

は、当該箇所について事前の「し

ゅん工確認」を行うものとしま

す。また、「引渡予定日」までに、

開業準備業務のうち、蔵書等調達

業務、蔵書等整備業務は完了して

いる必要があることに留意して

ください。 
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しょうか。 

238 

「本施設」の

引渡しの遅

延 
17 4 5 37 1    

ただし書き以下の規定は、第２６

条についても適用されるとの理

解でよろしいでしょうか。 

ご理解のとおりですが、事業契約

書（案）第２６条の規定に基づく

必要があることに留意してくだ

さい。 

239 

「本施設」の

瑕疵担保 

18 4 5 39 2    

住宅の品確法は、あくまで住宅に

適用されるべき法律であり、「本

施設」への適用は、法の趣旨と異

なるものと思料いたします。本項

は削除いただけないでしょうか。 

原案のとおりとします。本項の規

定は、「住宅の品質確保の促進等

に関する法律」が適用されるとい

う趣旨ではなく、瑕疵が「住宅の

品質確保の促進等に関する法律」

第９４条第１項に規定する構造

耐力上主要な部分若しくは雨水

の侵入を防止する部分について

生じた場合（構造耐力上又は雨水

の浸入に影響のないものを除

く。）の取扱いについて規定して

いるものです。つまり、本事業に

おける瑕疵の部位及び事象を規

定するにあたって引用（準用）し

ているだけです。 

240 

「本施設」の

瑕疵担保 

18 4 5 39 5    

「建設請負人等」とありますが、

「建設者」のみが保証すれば足り

るとの理解でよろしいでしょう

か。保証書は、いつまでに提出し

なければならないのでしょうか。 

ご質問の前段については、本施設

のすべての範囲及び部位を対象

とする（カバーする）ことができ

るのであれば、ご理解のとおり

で、「建設者」のみが保証すれば

足りるものとします。 

ご質問の後段については、「保証

書」は、「しゅん工図書」の一部

であり、市がしゅん工確認通知を

行うまでに、提出が必要となりま

す。事業契約書（案）第３５条を

参照してください。 

241 

履行保証の

被保険者 
18 4 6 40 1    

履行保証保険の被保険者として、

履行保証保険期間中に業務を行

っている開業準備者は入らない

のでしょうか。 

ご理解のとおり、開業準備者は含

まないものとします。 

242 

契約の保証 

18 4 6 40 1 3   

「市が確実と認める金融機関又

は保証事業会社の保証」につい

て、「確実」である事の具体的水

準につきご教示下さい。 

市が確実と認める金融機関につ

いては、個別具体的な状況に応じ

て市で判断を行いますので、事業

者は、市の確認を受けてくださ

い。 

243 

契約の保証 

18 4 6 40 1 5   

『「本契約」に定める債務の不履

行』とは、「本施設」の設計及び

建設工事等に限るとの理解でよ

ろしいでしょうか。 

ご理解のとおり、本施設の施設整

備に係る業務を対象とします。 

244 

「開業準備

期間」の変更 
20 5  44 1    

「協議により当該変更の当否を

協議する」は「協議により当該変

更の当否を決定する」の誤りでし

ょうか。 

ご理解のとおりです。「当否を協

議する」を「当否を決定する」に

修正します。 

245 開業準備業 20 5  46 1    開業準備業務の変更請求につい ご理解のとおりです。 
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務の変更係

る協議 

て、協議は複数回でも開催してい

ただけるとの理解でよろしいで

しょうか。 

246 

第三者に及

ぼした損害

等 
21 5  47 2    

「市が新たに提示した条件に起

因して」とありますが、具体的に

どのような条件を想定されてい

るのでしょうか。 

市は、当該条件について、具体的

には想定していません。 

247 

開業準備業

務の完了確

認 
21 5  48 1    

「開業準備業務が完了したとき」

とありますが、開業準備業務のう

ちの各業務毎に完了した時との

認識でよろしいでしょうか。 

ご理解のとおりです。 

248 

水光熱費に

ついて 

21 6  49 4    

提案する項目において発生する

水光熱費（例えばドレンヒータ

ー、無散水融雪装置のポンプ電気

代）も貴市の負担と考えてよろし

いでしょうかご教示下さい。 

施設の維持管理に係る業務及び

運営に係る業務（ただし、独立採

算業務を除く。）の光熱水費は、

市が実費を負担するものとして

いますが、事業者は、省資源、省

エネルギーに留意し、維持管理コ

ストの低減に努めてください。 

249 

光熱水費 

21 6  49 4    

「維持管理業務に係る光熱水費

は市が負担する」とありますが、

供給会社との契約、支払は市が直

接行うとの認識でよろしいでし

ょうか。 

ご理解のとおりですが、事業者

は、供給会社等が定める規則等に

抵触しない範囲において、市の諸

手続等を代行（支援）するものと

します。 

250 

業務報告書

について 
22 6  51 6    

「業務報告書」の保管、管理は、

ＰＤＦ等のデータによる保管と

し、紙による保管は行わないとす

ることは可能でしょうか。 

番号１４４への回答を参照して

ください。 

251 

大規模修繕 

25 6  58 2    

１６年目以降に実施する大規模

修繕の費用は市が負担するとあ

りますが、実際に修繕を実施する

のは事業者でしょうか、別発注と

なるのでしょうか。 

番号７への回答を参照してくだ

さい。 

252 

施設等の使

用 

26 7  63 1    

「市は事業者から対象施設の使

用面積に応じた使用料を徴収す

る」とありますが、独立採算業務

を行う企業が直接使用料を支払

うことは可能でしょうか。 

市が使用許可を与えるのは、事業

者（ＳＰＣ）とします。ただし、

事業者は、市の承諾を得て、構成

員又は協力企業に転貸借できる

ものとします。 

253 

独立採算業

務に係る施

設使用料 

26 7  63 1    

「市は、事業者から、対象施設の

使用面積に応じた使用料を徴収

する」とありますが、どのような

支払方法を想定されているでし

ょうか。 

使用料の支払は、市から送付する

納入通知書に基づき、一括して支

払うものとします。なお、現段階

では、市は、当該年度の１０月頃

に納入通知書を発行し、事業者

は、１２月末までに入金すること

を予定しています。 

254 

独立採算 

26 7  63 1    

「使用料を徴収する」とあります

が、事業者の使用料の支払いスケ

ジュールをご教示頂きたく存じ

ます。 

番号２５３への回答を参照して

ください。 

255 独立採算業 26 7  63 2    「行政財産目的外使用許可申請 「東根市公有財産の取得・管理及

（３４） 



番号 質問項目 頁 章 節 条 項 号 別紙 - 質 問 回 答 

務に係る施

設使用料 

を提出」とありますが、更新期間

は何年でしょうか。 

び処分に関する規則」第２０条に

基づくものとし、年度ごとに最大

１年間となります。ただし、市は、

特段の理由がない限り、本事業の

事業期間中にわたって、毎年度の

更新を認めるものとします。 

256 

開業準備費

相当分の支

払 27 8  65 1    

「開業準備業務の完了確認後速

やかに～」とありますが、開業準

備業務のうちの各業務毎の確認

後との認識でよろしいでしょう

か。 

ご理解のとおりです。番号１６、

２３７への回答を参照してくだ

さい。 

257 

サービス購

入費の減額 

27 8  69     

「開業準備費相当分」とございま

すが、別紙２において「開業準備

費相当分」の減額は想定されてい

ないため、削除いただけないでし

ょうか？ 

「第４３条又は第５４条」を「第

５４条」に、「「開業準備費相当分」

「維持管理費相当分」又は「運営

費相当分」」を「「維持管理費相当

分」又は「運営費相当分」」に、

それぞれ修正します。 

258 

サービス購

入費の返還 

27 8  70     

「開業準備費相当分」とございま

すが、別紙２において「開業準備

費相当分」の減額は想定されてい

ないため、削除いただけないでし

ょうか？ 

「「開業準備費相当分」「維持管理

費相当分」又は「運営費相当分」」

を「「維持管理費相当分」又は「運

営費相当分」」に修正します。 

259 

「事業者」の

事由による

契約解除 
28 9 2 74 1 2   

第三者による申し立てが取り下

げられた場合、または、却下され

た場合は、この限りではないとの

理解でよろしいでしょうか。 

ご理解のとおりです。 

260 

施設引渡前

の本契約の

解除 

29 9 2 75 2    

引渡前の解除違約金が「「施設整

備費相当分」の１００分の１０に

相当する金額」となっております

が、引渡前には開業準備業務も行

われることとなっております。開

業準備費相当分と比較し解除違

約金額が開業準備者に過度な負

担となっておりますので、引渡前

において、開業準備業務に起因し

て解除となった場合は、解除違約

金額を開業準備費相当分の１０

０分の１０に相当する金額とし

て頂けないでしょうか。 

開業準備業務に起因する解除に

係る違約金については、開業準備

費相当分の１００分の２５に相

当する額に変更します。詳細につ

いては、「入札説明書等に関する

追記事項」を参照してください。 

261 

施設引渡し

前の「本契

約」解除 

29 9 2 75 2    

「市」は出来高部分を買い取るこ

とができるとなっていますが、原

則として検査に合格した部分は

全て買取っていただけるとの理

解でよろしいでしょうか。また、

第７７条などと同様に『検査に合

格した部分の所有権を「市」がす

べて取得する』と修文いただけな

いでしょうか。 

ご質問の前段については、本条は

「事業者」の責めに帰すべき事由

に関する規定であり、施設引渡前

の解除の場合、「本施設」の整備

状況によって、原状回復が社会通

念上合理的であると考えられる

場合には、本施設の原状回復を求

める場合もあり得ます。同条第４

項を参照してください。 

ご質問の後段については、原案の

とおりとします。 

（３５） 



番号 質問項目 頁 章 節 条 項 号 別紙 - 質 問 回 答 

262 

事業者の事

由による解

除違約金 
29 9 2 75 2    

「出来高部分が存在する場合は、

検査の上買い受ける」とあります

が、しゅん工確認（事業契約案第

３２条）後であれば１００％の出

来高として認めていただけると

の理解でよろしいでしょうか。 

ご理解のとおりです。 

263 

事業者の事

由による解

除違約金 
29 9 2 75 2    

「当該出来高部分の買受代金と

違約金を相殺することができる」

とありますが、相殺せずに市に買

受けいただいて、事業者が違約金

を支払うことは想定されていな

いのでしょうか。 

現時点においては、具体的には想

定していません。 

264 

事業者の事

由による解

除違約金 29 9 2 75 2    

「相殺後の残額を「本契約」解除

前の支払スケジュールに準じて

支払う」とありますが、一括でお

支払いいただくことはできない

のでしょうか。 

原則として、原案のとおりとし、

「本契約」の解除前の支払スケジ

ュールに準じて支払うものとし

ます。 

265 

事業者の事

由による解

除違約金 

29 9 2 75 2    

開業準備業務の蔵書調達業務に

て調達済みの蔵書についても出

来高として認めていただき買受

の対象としていただけるとの認

識でよろしいでしょうか。また、

「蔵書の所有権」はどのタイミン

グで市に所有権が移るのでしょ

うか。 

ご質問の前段については、ご理解

のとおりです。 

ご質問の後段については、通常の

場合は、蔵書等調達業務の完了が

確認された時点とし、本条におい

ては、「市」が出来高部分の買受

けに係る権利を行使した時とな

ります。 

266 

施設引渡前

の「本契約」

解除 

29 9 2 75 2    

引渡し前解除の際、その時点での

出来高部分について買い取るこ

とが「できる」となっております

が、万一、買い取りが実現しない

場合に事業者の負担が過大とな

りますので、買い取りは必須とし

ていただきたくお願い致します。 

原案のとおりとします。本条は

「事業者」の責めに帰すべき事由

に関する規定であり、施設引渡前

の解除の場合、「本施設」の整備

状況によって、原状回復が社会通

念上合理的であると考えられる

場合には、本施設の原状回復を求

めることもあり得ます。同条第４

項を参照してください。 

267 

施設引渡し

前の「本契

約」の解除 

29 9 2 75 2    

「本施設の出来高部分」には、施

設整備費相当分のサービス購入

費を構成する全ての費目（設計業

務費、建設業務費、金利等）に該

当する出来高が含まれるという

理解でよろしいでしょうか。（以

下、第７７条第１項、第７８条第

１項、第７９条第１項、第８０条

第１項も同じ。） 

入札説明書Ｐ２７の「(1) 支払の

構成」の「施設整備費相当分」の

うち、「Ａの⑰」については、個

別具体的に判断するものとし、

「Ｂ」については、含まれないも

とします。 

268 

施設引渡し

前の「本契

約」解除 
29 9 2 75 2    

違約金については、第４０条の契

約の保証金に基づき対応致しま

すので、相殺規定につきまして

は、下請け企業への支払いが確実

に実行されるよう削除いただけ

ないでしょうか。 

原案のとおりとし、現時点におい

ては、具体的には想定していませ

ん。 

269 施設引渡前 29 9 2 75 2    「「市」は、相殺後の残額を「本 ご理解のとおりです。 

（３６） 



番号 質問項目 頁 章 節 条 項 号 別紙 - 質 問 回 答 

の本契約の

解除 

契約」解除前のスケジュールに準

じて支払う」とありますが、例え

ば什器備品調達業務の出来高が

８０％であった場合、当該８０％

について、２０年の割賦払いで金

利を付してお支払い頂けるとい

う理解でよろしいでしょうか。 

270 

施設引渡し

前の「本契

約」の解除 29 9 2 75 4    

社会通念上買い取ることが合理

的であると認められる場合につ

いては、貴市は合理的な理由なし

に買い取りを拒否しないとの理

解でよろしいでしょうか。 

ご理解のとおりです。 

271 

施設引渡前

の「本契約」

解除 
29 9 2 75 

4 

5 
   

原状回復義務は事業者の負担が

過大となりますので、７５条４項

及び５項の削除をお願い致しま

す。 

原案のとおりとします。番号２７

０への回答を参照してください。 

272 

施設引渡後

の本契約の

解除 

30 9 2 76 1 3   

独立採算業務も運営業務に含ま

れておりますが、テナント等が抜

けた場合、事業者が努力を行った

としても新たなテナント等が見

つからなかった場合においても、

事業契約は解除にならないとの

理解でよろしいでしょうか。 

事業者が、通常求められる程度の

努力を行い、「事業者」の責めに

帰すべき事由が認められない場

合には、本条項に基づく事業契約

の解除は行いません。なお、市は、

「独立採算業務」についても、モ

ニタリングの対象とし、水準未達

の場合は、是正勧告を行うものと

します。 

273 

施設引渡後

の「本契約」

解除 

30 9 2 76 1 3   

「本契約」の履行が困難であると

認められる場合とは、客観的かつ

合理的に判断されるとの理解で

よろしいでしょうか。第７４条第

５号に倣い「客観的にみて」を追

記いただけないでしょうか。 

ご質問の前段については、ご理解

のとおりです。 

ご質問の後段については、本条第

１項第３号の「…理由により、「本

契約」の履行が困難…」を「…理

由により、客観的に見て、「本契

約」の履行が困難…」に修正しま

す。 

274 

施設引渡後

の「本契約」

解除に係る

「開業準備

費」「維持管

理・運営業務

費」の未払い

金額支払い

について 

30 9 2 76 2    

定期点検等の業務実施状況から、

日割り計算により算出された金

額と遂行済み業務に要したと考

えられる費用を算出した金額と

を比較した場合に、日割り計算で

は遂行済み業務に対する支払い

金額が過大になると思われる場

合でも、精算は行わないとの認識

で間違いないでしょうか。 

ご理解のとおりです。 

275 

施設引渡後

の「本契約」

解除 

30 9 2 76 2    

違約金の額が「維持管理費相当

分」（年額）及び「運営費相当分」

（年額）の合計額の１００分の２

５とありますが、他事例と比較し

ても過大です。施設整備と同様の

１００分の１０に改めていただ

けませんでしょうか。 

原案のとおりとします。 

276 施設引渡後 30 9 2 76 2    施設引渡し後の初年度あるいは 違約金の趣旨に鑑みて、当該年度

（３７） 



番号 質問項目 頁 章 節 条 項 号 別紙 - 質 問 回 答 

の「本契約」

解除 

最終年度の解除となった際には、

当該年度の１００分の２５に相

当する金額との理解でよろしい

でしょうか。 

の期間が短いからといって、通常

年度と同じ事象に対する違約と

しての金額が少ないのは本来的

ではないことから、初年度あるい

は最終年度の場合であっても、通

常年度における「維持管理費相当

分」（年額）及び「運営費相当分」

（年額）の１００分の２５としま

す。 

277 

「市」の事由

による契約

終了に係る、

「本施設」が

完成してい

る場合の「開

業 準 備 費 」

「 維 持 管

理・運営業務

費」の未払い

金額支払い

について 

30 9 3 77 2    

定期点検等の業務実施状況から、

日割り計算により算出された金

額と遂行済み業務に要したと考

えられる費用を算出した金額と

を比較した場合に、日割り計算で

は遂行済み業務に対する支払い

金額が過大になると思われる場

合でも、精算は行わないとの認識

で間違いないでしょうか。 

ご理解のとおりです。 

278 

市の事由に

よる契約解

除 
31 9 3 77 2    

市の事由にて契約解除に至った

場合の、出来高部分に相応する金

額は、「本契約の解除前の支払ス

ケジュールに準じて支払う」とあ

りますが、一括でお支払いいただ

くことはできないのでしょうか。 

原則として、原案のとおりとし、

「本契約」の解除前の支払スケジ

ュールに準じて支払うものとし

ます。 

279 

「市」による

任意解除 

31 9 4 78 1    

解除時には、原則として解除の理

由について「市」から「事業者」

に対し説明いただけるとの理解

でよろしいでしょうか。 

ご理解のとおり、当該事態にあた

っては、解除の理由を説明するこ

とになると考えられますが、本条

第１項において「他に特段の理由

を有することなく「本契約」を解

除することができる。」としてい

ることに留意してください。 

280 

「市」による

任意解除に

係る、「本施

設」が完成し

ている場合

の「開業準備

費」「維持管

理・運営業務

費」の未払い

金額支払い

について 

31 9 4 78 2    

定期点検等の業務実施状況から、

日割り計算により算出された金

額と遂行済み業務に要したと考

えられる費用を算出した金額と

を比較した場合に、日割り計算で

は遂行済み業務に対する支払い

金額が過大になると思われる場

合でも、精算は行わないとの認識

で間違いないでしょうか。 

ご理解のとおりです。 

281 

「法令変更」

による契約

終了に係る、

「本施設」が

完成してい

る場合の「開

32 9 5 79 3    

定期点検等の業務実施状況から、

日割り計算により算出された金

額と遂行済み業務に要したと考

えられる費用を算出した金額と

を比較した場合に、日割り計算で

は遂行済み業務に対する支払い

ご理解のとおりです。 

（３８） 



番号 質問項目 頁 章 節 条 項 号 別紙 - 質 問 回 答 

業 準 備 費 」

「 維 持 管

理・運営業務

費」の未払い

金額支払い

について 

金額が過大になると思われる場

合でも、精算は行わないとの認識

で間違いないでしょうか。 

282 

「不可抗力」

による契約

終了に係る、

「本施設」が

完成してい

る場合の「開

業 準 備 費 」

「 維 持 管

理・運営業務

費」の未払い

金額支払い

について 

32 9 6 80 3    

定期点検等の業務実施状況から、

日割り計算により算出された金

額と遂行済み業務に要したと考

えられる費用を算出した金額と

を比較した場合に、日割り計算で

は遂行済み業務に対する支払い

金額が過大になると思われる場

合でも、精算は行わないとの認識

で間違いないでしょうか。 

ご理解のとおりです。 

283 

「法令」変更 

33 10  81 2    

ＳＰＣの運営上、定常的に発生す

る費用を賄うべく、「施設整備費

相当分」の後に、『「開業準備費相

当分」、「維持管理費相当分」、「運

営費相当分」それぞれの「その他

費用」』を追記いただけないでし

ょうか。 

原案のとおりとします。市は、違

法となり、事業者が履行できない

業務（明らかに未済の業務）の部

分に対して、その対価を支払うこ

とはできません。なお、市及び事

業者は、事業契約書（案）第８２

条に基づく手続を速やかに実施

するものとします。 

284 

本事業に直

接的影響を

及ぼす法令

変更 
33 10  82 3 1   

「本事業に直接的影響を及ぼす

法令変更」とありますが、具体的

にどのような法令変更を想定さ

れているのでしょうか。 

本事業に直接的に影響を及ぼす

法令変更とは、類型的（ＰＦＩ事

業関連等）又は特別的（建築基準

法、都市計画法、消防法、図書館

法等）に多大な影響を与え、事業

継続が困難となるような法令等

（法制度、税制度）の変更を指す

ものとします。 

285 

「不可抗力」

に係る協議

及び増加費

用の負担 
34 11  84 1    

増加費用の負担について事業者

と協議するとありますが、増加費

用とは、金利スワップ取引契約の

解除に伴う費用をはじめ融資関

連契約変更手続き等に必要な費

用等も含まれるとの理解でよろ

しいでしょうか。 

ご理解のとおり、金利スワップ取

引契約の解除に伴う費用をはじ

め融資関連契約変更手続き等に

必要な費用等についても、合理的

な範囲で増加費用に含むものと

します。ただし、事業者は、当該

増加費用について、最小限度に抑

えるよう留意するものとします。 

286 

「不可抗力」

に係る協議

について 

34 11  84 2    

「当該状況が発生した日」とは具

体的にどの時点を指すでしょう

か。例えば、「大規模災害等の発

生した日」「大規模災害等により

委託先等外部の機関に障害が発

生した日」、「大規模災害等により

委託先等外部の機関に障害が発

生し、事業者の業務遂行に支障が

発生したことを事業者が認識し

「当該状況が発生した日」とは、

「不可抗力」により、「事業者」

が自らの義務を履行できなくな

った（又は実施のために過分の費

用を要すると認められる若しく

はそれらのおそれがあると認め

られる）日をいいます。例えば、

大規模災害等が発生した場合を

想定すると、「大規模災害等が発

（３９） 



番号 質問項目 頁 章 節 条 項 号 別紙 - 質 問 回 答 

た日」「市に不可抗力に係る通知

を行った日」等の時点が考えられ

ます。 

生した日」ではなく、大規模災害

等の発生によって、事業者の委託

先企業（維持管理者等）による維

持管理業務の履行が不能等にな

った日をいいます。 

287 

「不可抗力」

に係る協議

について 

34 11  84 2    

大規模災害等の発生により「不可

抗力」となる状況が発生した場

合、状況によっては、市が当該状

況が発生した日から３０日以内

に「事業者」から通知された「不

可抗力」に係る書面の内容の調

査・確認を完了させることが困難

な状況も予測されますが、こうい

った場合でも３０日以内に「対応

策」についての合意が成立しない

場合は、「市」が「対応策」を決

定されるのでしょうか。 

原則として、ご理解のとおりで

す。 

288 

「不可効力」

に係る協議

及び増加費

用の負担 

34 11  84 3 

1 

2 

3 

  

施設引渡前及び引渡後において

も、開業準備期間であれば、本項

第２号が適用されるとの理解で

良いでしょうか。 

ご理解のとおりです。 

289 

「不可抗力」

に係る協議

及び増加費

用の負担 
34 11  84 3 2   

開業準備期間中に複数回の不可

抗力が生じた際も、施設整備期間

中と同様に累計で開業準備費相

当分の１／１００となるまでが

事業者負担という理解でよろし

いでしょうか。 

ご理解のとおりです。 

290 

「不可効力」

に係る協議

及び増加費

用の負担 

34 11  84 3 3   

施設引渡し後の初年度あるいは

最終年度については、それぞれ該

当する年度の１００分の１に相

当する金額との理解でよろしい

でしょうか。 

ご理解のとおりです。 

 

 

＜ その他に関する質問回答 ＞ 

 

番号 質問項目 - - - - - - - - 質 問 回 答 

291 

敷地外周道

路の融雪設

備について 

        

計画地東側の道路の融雪装置の

設置は将来考えられるでしょう

か。 

予定はありません。 

292 

情報ラウン

ジ・プリント

工房の面積

に関して 

        

何㎡程度の程度に関して、必要な

面積を確保出来れば、面積基準に

こだわらなくてよろしいでしょ

うか。 

ご理解のとおりです。 

 

以 上 

 

  

（４０） 



 

入札説明書等に関する追記事項 

 

下表の番号１から８の「場所」について「修正前」を「修正後」に変更するとともに、下記の番号９につい

ても記載のとおり変更を行う。 

 

番号 場   所 修 正 前 修 正 後 

1 
入札説明書Ｐ３５ (5) の

題目 

運営理費相当分 運営費相当分 

2 
入札説明書Ｐ３６ 3) ② 

ア、③ ア 

毎月勤労統計調査・時系列第１表 毎月勤労統計調査・時系列表第１表 

3 要求水準書Ｐ１６ ② ク ＪＩＳ－Ｚ－９１１０－８９ ＪＩＳ－Ｚ－９１１０－２０１１ 

4 

要求水準書Ｐ１９ 8） ① 

ウとして追加 

－ 

ウ 公益文化施設用と都市公園用の引

込給水管はそれぞれ別系統とし、水道

メーター（市水道課で検針するメータ

ー）は、それぞれ別個に付設する。ま

た、公益文化施設用の給水管には、独

立採算業務に係る水道子メーター（２

次側）を設置し、上下水道使用料金の

按分を選定事業者が行う。 

5 
要求水準書Ｐ３１ 2 (2) 

1) ② 

建築設備定期報告業務 特殊建築物定期調査業務 

6 
基本協定書（案）第９条た

だし書 

…場合、…場合、…場合及び…場合 …場合、…場合、…場合又は…場合 

7 
事業契約書（案）第８４条

第３項第２号 

それを越える額 それを超える額 

8 
事業契約書（案）別紙６ 

第１条 

（仮称）東根市公益文化施設整備等事

業 

東根市公益文化施設整備等事業 

 

 

 

 

番号９ 

 

１ 事業契約書（案）第３３条を削除する。なお、このことによる「条数」の繰上げは、事業契約書の締結のとき

に行うものとし、現段階では行わない。 

２ 事業契約書（案）第３５条、第７５条、第７６条を下記のとおり変更する。 

 

記 

 

（「しゅん工」確認通知書の交付） 

第35条 「市」は、第32条に定める「本工事」完了の承諾、第34条の「維持管理・運営業務」体制の確認により、

「本施設」を適切に利用できると判断し、かつ「事業者」が「市」に対し別紙４に定める「しゅん工図書」を提

出した場合は、「事業者」に対して「しゅん工」確認通知書を交付する。 

２ 「事業者」は、「市」の「しゅん工」確認通知書の受領をもって、「維持管理・運営業務」を開始することが

できる。 

３ 「市」は、「しゅん工」確認通知書の交付を理由として、「施設整備業務」の全部又は一部について責任を負

担するものではない。 

 

（４１） 



（施設引渡前の「本契約」解除） 

第75条 「本施設」の「市」への引渡前に、「事業者」の責めに帰すべき事由により、次に掲げる事項のいずれか

が発生した場合は、「市」は、「事業者」に対して書面による通知をした上で「本契約」の全部を解除し終了さ

せ、又は解除せずに「事業者」の契約上の地位を「市」が選定した第三者に移転させることができる。 

(1) 「事業者」が、「全体工程表」に記載された「工事開始予定日」を過ぎても「本工事」に着手せず、「市」

が30日以上の相当の期間を定めて「事業者」に催告したにもかかわらず、「事業者」から「市」が満足すべき

合理的説明、対応がなされない場合。 

(2) 「事業者」が、「全体工程表」に記載された「開業準備業務の開始日」を過ぎても「開業準備業務」に着手

せず、「市」が30日以上の相当の期間を定めて「事業者」に催告したにもかかわらず、「事業者」から「市」

が満足すべき合理的説明、対応がなされない場合。 

(3) 「事業者」の責めに帰すべき事由により、「本施設」の「引渡予定日」に「本契約」に従って「本施設」の

引渡しがなされず、「市」が30日以上の相当の期間を定めて「事業者」に催告したにもかかわらず、引渡しが

なされない場合、又は客観的に見て「本施設」の「引渡予定日」まで引渡しがなされる見込みが明らかに存在

しないと「市」が認めた場合。 

(4) 第43条に定めるモニタリングの実施の結果、「事業者」の責めに帰すべき事由により、「事業者」による「開

業準備業務」が、連続して30日以上又は１年間において90日以上、「要求水準書等」に定められた内容及び水

準を満たしていないと認められる状況が存在する場合。  

２ 「本施設」の「市」への引渡しがなされる前に、前条又は前項(1)号若しくは(3)号により「本契約」が解除さ

れた場合は、「事業者」は、「市」に対して「施設整備費相当分」（ただし、金利支払額を除く。）の100分の10

に相当する金額を違約金として支払う。なお、「市」は、当該終了の日までに履行された「本施設」及び「開業

準備業務」の出来高部分が存在する場合（完成及び完了後引渡前の場合も含む。）は、これを検査の上、その全

部又は一部を買い受けることができるものとし、当該出来高部分の買受代金と上記違約金を相殺することができ

る。相殺後に買受代金に残額があれば、「市」は、相殺後の残額を「本契約」解除前の支払スケジュールに準じ

て支払うものとする。 

３ 「本施設」の「市」への引渡しがなされる前に、本条第１項(2)号又は(4)号により「本契約」が解除された場

合は、「事業者」は、「市」に対して「開業準備費相当分」（ただし、金利支払額を除く。）の100分の25に相当

する金額を違約金として支払う。なお、「市」は、当該終了の日までに履行された「本施設」及び「開業準備業

務」の出来高部分が存在する場合（完成及び完了後引渡前の場合も含む。）は、これを検査の上、その全部又は

一部を買い受けることができるものとし、当該出来高部分の買受代金と上記違約金を相殺することができる。相

殺後に買受代金に残額があれば、「市」は、相殺後の残額を「本契約」解除前の支払スケジュールに準じて支払

うものとする。 

４ 「市」が被った損害の額が本条第２項又は第３項の違約金の額を超過する場合は、「市」は、かかる超過額に

ついて「事業者」に損害賠償を求めることができる。 

５ 本条第２項又は第３項の定めにかかわらず、「本施設」の整備状況から見て「本土地」の原状（更地）回復が

社会通念上合理的であると認められる場合は、「市」は、「事業者」に対し、「本土地」を原状（更地）回復す

るよう請求できる。かかる場合においては、「事業者」は、当該原状回復の費用を負担する。 

６ 前項の場合において、「事業者」が正当な理由なく、相当の期間内に原状（更地）回復を行わないときは、「市」

は、「事業者」に代わって原状（更地）回復を行うことができ、これに要した合理的な費用を「事業者」に求償

することができる。この場合においては、「事業者」は、「市」の原状（更地）回復について異議を申し出るこ

とができない。 

 

（施設引渡後の「本契約」解除） 

第76条 「本施設」の引渡後に、「事業者」の責めに帰すべき事由により、次に掲げる事項のいずれかが発生した

場合は、「市」は、「事業者」に対して書面による通知をした上で「本契約」の全部を解除し終了させ、又は解

除せずに「事業者」の契約上の地位を「市」が選定した第三者に移転させることができる。 

(1) 第43条に定めるモニタリングの実施の結果、「事業者」の責めに帰すべき事由により、「事業者」による「開

（４２） 



業準備業務」が、連続して30日以上又は１年間において90日以上、「要求水準書等」に定められた内容及び水

準を満たしていないと認められる状況が存在する場合。 

(2) 第54条（第60条により準用する場合を含む。）に定めるモニタリングの実施の結果、「事業者」の責めに帰

すべき事由により、「事業者」による「維持管理・運営業務」が、連続して30日以上又は１年間において90日

以上、「要求水準書等」に定められた内容及び水準を満たしていないと認められる状況が存在する場合。 

(3) 別紙２の事業契約の解除に該当する事由が生じた場合。 

(4) 「事業者」の責めに帰すべき事由により、前３号以外の理由により、客観的に見て、「本契約」の履行が困

難であると認められた場合。 

２ 「本施設」の引渡後に、前項(1)号により「本契約」が解除された場合は、「事業者」は、「開業準備費相当分」

（ただし、金利支払額を除く。）の合計額の100分の25に相当する金額を違約金として「市」に対して支払う。「市」

が被った損害の額が当該違約金の額を超過する場合は、「市」は、かかる超過額について「事業者」に損害賠償

を求めることができる。なお、「市」は、「サービス購入費」のうち「施設整備費相当分」及び「開業準備費相

当分（引渡しが済んでいる部分）」の未払いの金額、当該終了の日までに履行された「開業準備業務」の出来高

部分が存在する場合（完了後引渡前の場合も含む。）は、これを検査の上、その全部又は一部を買い受けること

ができるものとし、当該出来高部分の買受代金、及び当該終了の日までに履行された「維持管理・運営業務」が

ある場合は、当該「維持管理・運営業務」に係る部分（日割計算するものとする。）の未払いの金額を、第64条

乃至第67条及び別紙７の定めに基づき、「本契約」解除前の支払スケジュールに従って支払う。ただし、「開業

準備業務」の出来高部分買受代金と上記違約金を相殺することができる。 

３ 「本施設」の引渡後に、第74条又は本条第１項(2)号乃至(4)号により「本契約」が解除された場合は、「事業

者」は、「本契約」締結時点での「維持管理費相当分」（通常年度の年額）及び「運営費相当分」（通常年度の

年額）の合計額の100分の25に相当する金額を違約金として「市」に対して支払う。「市」が被った損害の額が当

該違約金の額を超過する場合は、「市」は、かかる超過額について「事業者」に損害賠償を求めることができる。

なお、「市」は、「サービス購入費」のうち「施設整備費相当分」及び「開業準備費相当分（引渡しが済んでい

る部分）」の未払いの金額、当該終了の日までに履行された「開業準備業務」の出来高部分が存在する場合（完

了後引渡前の場合も含む。）は、これを検査の上、その全部又は一部を買い受けることができるものとし、当該

出来高部分の買受代金、及び当該終了の日までに履行された「維持管理・運営業務」がある場合は、当該「維持

管理・運営業務」に係る部分（日割計算するものとする。）の未払いの金額を、第64条乃至第67条及び別紙７の

定めに基づき、「本契約」解除前の支払スケジュールに従って支払う。ただし、「維持管理・運営業務」に係る

部分（日割計算するものとする。）の未払いの金額と上記違約金を相殺することができる。 

４ 「本施設」の引渡後に、第74条又は本条第１項により「本契約」が解除された場合であっても、「市」は、「本

施設」の所有権を保持するものとし、「事業者」は受領済の「サービス購入費」を返還しない。 

５ 「維持管理・運営業務」開始後に、「事業者」の責めに帰すべき事由により「本契約」が解除され、かつ、「事

業者」の責めに帰すべき事由により「本施設」が損傷している場合は、「事業者」は、「市」に対して、「本施

設」の修復に必要な合理的な修繕費を支払う。ただし、全壊した場合、又は損傷がひどく修繕を施しても利用が

困難と客観的に判断された場合は、「事業者」の責任と費用負担により「本施設」を更新しなければならない。 

 

以上 

（４３） 


